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エンリカ・レクシエ号事件
 

判 

例 

研 

究 エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件

─
─
国
連
海
洋
法
条
約
附
属
書
Ⅶ
仲
裁
裁
判
所
、
二
〇
二
〇
年
五
月
二
一
日
仲
裁
判
断
─
─

和
　
　
仁
　
　
健 

太 

郎

（
注
）
本
仲
裁
判
断
に
お
い
て
定
冠
詞
付
き
大
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
「the Convention

」
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連

合
条
約
）
を
指
す
。
こ
の
「the Convention

」
の
日
本
語
訳
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
文
脈
上
誤
解
が
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
「
条
約
」
と
、

「
条
約
」
と
表
記
す
る
と
誤
解
が
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
「
国
連
海
洋
法
条
約
」
と
表
記
す
る
。
国
連
海
洋
法
条
約
の
英
語
正
文
で
用
い
ら
れ

て
い
る
「jurisdiction

」
の
語
は
、
日
本
語
公
定
訳
で
は
基
本
的
に
は
「
管
轄
権
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
（
五
六
条
、
九
二
条
な
ど
）、
文
脈
上
裁
判

権
を
指
す
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
「
裁
判
権
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
（
二
七
条
、
二
八
条
、
九
七
条
な
ど
）。
本
仲
裁
判
断
で
用
い
ら
れ
て
い
る

「jurisdiction

」
の
語
も
、
裁
判
権
を
指
す
こ
と
が
文
脈
上
明
ら
か
な
場
合
に
は
「
裁
判
権
」
と
、
裁
判
権
の
他
に
執
行
管
轄
権
や
立
法
管
轄
権
も
含

む
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
「
管
轄
権
」
と
訳
す
。
な
お
、
本
稿
で
は
次
の
略
語
を
用
い
る
。
国
連
（
国
際
連
合
）、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
（
国
際
司
法
裁
判
所
）、

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
（
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
）、
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
（
国
際
海
洋
法
裁
判
所
）、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
（
国
連
国
際
法
委
員
会
）、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
（
排
他
的
経
済
水
域
）。

一　

手
続
（
一
─
七
六
項
）

　

本
仲
裁
は
、
イ
タ
リ
ア
が
国
連
海
洋
法
条
約
二
八
七
条
お
よ
び
附
属
書
Ⅶ
第
一
条
に
基
づ
き
二
〇
一
五
年
六
月
二
六
日
に
開
始
し
た
手
続
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
と
イ
ン
ド
は
国
連
海
洋
法
条
約
の
当
事
国
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
は
二
八
七
条
に
基
づ
く
宣
言
に
よ
り
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
と
Ｉ
Ｃ
Ｊ
を
選
択
し
て
い

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（阪大法学）71（1-217）　217 〔2021. 5 〕



判 例 研 究

た
が
、
イ
ン
ド
は
裁
判
所
を
選
択
す
る
宣
言
を
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
二
八
七
条
三
項
お
よ
び
五
項
に
基
づ
き
、
附
属
書
Ⅶ
に
よ
り
組
織
さ
れ
る

仲
裁
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
。

　

イ
タ
リ
ア
は
、［
仲
裁
裁
判
所
が
組
織
さ
れ
る
前
の
］
二
〇
一
五
年
七
月
二
一
日
、
条
約
二
九
〇
条
五
項
に
基
づ
き
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
暫
定
措
置
を
申

請
し
た
。
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
は
、
同
年
八
月
二
四
日
、
イ
タ
リ
ア
と
イ
ン
ド
に
対
し
［
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
（the 

“Enrica Lexie

”）
事
件
に
関
す

る
］
す
べ
て
の
裁
判
手
続
を
停
止
す
る
こ
と
な
ど
を
命
ず
る
暫
定
措
置
を
指
示
し
た
。［
仲
裁
裁
判
所
が
組
織
さ
れ
た
後
の
］
二
〇
一
五
年
一
二
月
一

一
日
に
は
、
イ
タ
リ
ア
は
条
約
二
九
〇
条
一
項
に
基
づ
き
仲
裁
裁
判
所
に
暫
定
措
置
を
申
請
し
た
。
仲
裁
裁
判
所
は
、
二
〇
一
六
年
四
月
二
九
日
、

Girone

軍
曹
の
保
釈
条
件
の
緩
和
に
つ
い
て
イ
タ
リ
ア
と
イ
ン
ド
が
協
力
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
に
つ
い
て
イ
ン
ド

が
裁
判
権
を
有
す
る
と
判
示
さ
れ
た
場
合
に
は
イ
タ
リ
ア
はGirone

軍
曹
を
イ
ン
ド
に
戻
す
義
務
を
負
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す

る
暫
定
措
置
を
指
示
し
た
。

二　

事
実
（
七
七
─
二
一
六
項
）

1　

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
の
二
〇
一
二
年
二
月
の
航
海
（
七
九
─
八
六
項
）

　

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
は
、
イ
タ
リ
ア
の
国
旗
を
掲
げ
る
石
油
タ
ン
カ
ー
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
で
設
立
さ
れ
たD

olphin T
anker 

SRL

社
が
所
有
し
、
イ
タ
リ
ア
のFratelli D

ʼA
m

ato SpA
 of N

aples

社
に
よ
り
運
航
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
一
二
年
二
月
四
日
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク

シ
エ
号
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
出
港
し
た
。
同
一
二
日
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
ゴ
ー
ル
で
船
舶
防
護
分
遣
隊
（V

essel Protection D
etachm

ent

、
以
下

「
Ｖ
Ｐ
Ｄ
」
と
い
う
）
の
メ
ン
バ
ー
六
名
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
乗
り
込
ん
だ
。
こ
の
六
名
は
い
ず
れ
も
イ
タ
リ
ア
海
軍
の
海
兵
（m

a-

rine

）
で
あ
る
。
Ｖ
Ｐ
Ｄ
の
乗
船
は
、
イ
タ
リ
ア
の
二
〇
一
一
年
法
律
第
一
〇
七
号
（
以
下
「
イ
タ
リ
ア
Ｖ
Ｐ
Ｄ
法
」
と
い
う
）
に
基
づ
く
も
の
だ
っ

た
。
イ
タ
リ
ア
Ｖ
Ｐ
Ｄ
法
に
よ
れ
ば
、
Ｖ
Ｐ
Ｄ
の
配
備
に
か
か
る
費
用
は
船
主
が
負
担
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
海
兵
に
対
す
る
給
与

（salary

）
で
は
な
く
、
海
兵
が
提
供
し
た
役
務
に
つ
い
て
国
防
省
に
支
払
う
報
酬
（fee
）
で
も
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ

号
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
一
四
日
、
エ
ジ
プ
ト
の
ポ
ー
ト
・
サ
イ
ド
に
向
け
、
ゴ
ー
ル
を
出
港
し
た
。

（
4
）
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2　

二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事
件
に
至
る
出
来
事
（
八
七
─
一
一
七
項
）

　
（
1
）
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
か
ら
見
た
出
来
事

　

二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
船
舶
標
準
時
（
以
下
「
Ｓ
Ｍ
Ｔ
」）
一
五
時
四
五
分
、
イ
ン
ド
標
準
時
（
以
下
「
Ｉ
Ｓ
Ｔ
」）
一
六
時
一
五
分
、
エ
ン
リ

カ
・
レ
ク
シ
エ
号
は
、
イ
ン
ド
の
ア
ラ
ッ
プ
ー
ザ
沖
約
二
〇
海
里
の
海
域
を
航
行
し
て
い
た
。Gaputa

二
等
航
海
士
は
、
Ｓ
Ｍ
Ｔ
一
二
時
〇
〇
分
／

Ｉ
Ｓ
Ｔ
一
二
時
三
〇
分
か
ら
Ｓ
Ｍ
Ｔ
一
六
時
〇
〇
分
／
Ｉ
Ｓ
Ｔ
一
六
時
三
〇
分
ま
で
の
四
時
間
の
監
視
業
務
の
終
わ
り
頃
の
時
間
に
、
エ
ン
リ
カ
・
レ

ク
シ
エ
号
か
ら
約
二
・
八
海
里
の
地
点
に
「
正
体
不
明
の
船
（unidentified craft

）」
が
い
る
の
を
レ
ー
ダ
ー
の
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
発
見
し
た
。
そ

の
船
と
の
距
離
が
一
～
一
・
五
海
里
の
時
に
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
は
同
船
と
の
通
信
を
試
み
た
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク

シ
エ
号
に
Ｖ
Ｐ
Ｄ
と
し
て
乗
船
し
て
い
たLattore

軍
曹
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
彼
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
と
同
船
と
の
距
離
が
八
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
時
に
捜
索
ラ
イ
ト
の
点
滅
を
含
む
視
覚
信
号
に
よ
る
警
告
を
行
い
、
距
離
が
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
た
時
に
は
、Girone

軍
曹
と
と
も
に

曳
光
弾
と
通
常
弾
を
混
合
し
た
弾
丸
を
四
発
発
射
し
た
が
、
同
船
は
方
向
と
速
度
を
変
え
ず
に
近
づ
い
て
き
た
。
彼
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
同
船
と
の
距

離
が
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
時
に
双
眼
鏡
で
見
た
と
こ
ろ
、
同
船
の
少
な
く
と
も
二
名
の
乗
組
員
が
肩
に
ラ
イ
フ
ル
を
担
ぎ
、
明
ら
か
に
エ
ン
リ
カ
・
レ

ク
シ
エ
号
に
乗
船
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
。
同
船
と
の
距
離
が
約
八
〇
～
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
時
に
、Lattore

軍
曹
とGirone

軍
曹
は
、
曳
光
弾
と
通
常
弾
を
混
合
し
た
弾
丸
を
さ
ら
に
四
発
発
射
し
た
。
三
発
目
を
発
射
し
た
後
、
同
船
は
向
き
を
変
え
て
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ

号
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。

　
（
2
）
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
か
ら
見
た
出
来
事

　

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
ア
ラ
ッ
プ
ー
ザ
沖
を
航
行
し
て
い
た
頃
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
（the 

“St. A
ntony

”）
も
だ
い
た
い
同
じ
海
域

を
航
行
し
て
い
た
。
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
は
、
長
さ
一
三
・
七
二
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
七
・
五
～
八
ト
ン
の
船
舶
で
、
イ
ン
ド
の
タ
ミ
ル
・
ナ
ー

ド
ゥ
州
で
登
録
さ
れ
て
い
た
が
、
視
認
で
き
る
イ
ン
ド
の
旗
は
明
ら
か
に
掲
げ
て
い
な
か
っ
た
。

　

セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
のFredy

船
長
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
同
船
は
、
事
件
当
日
ま
で
の
八
日
間
、
イ
ン
ド
の
海
域
で
漁
獲
を
し
て
い
た
。
事
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判 例 研 究

件
当
日
の
Ｓ
Ｍ
Ｔ
一
六
時
〇
〇
分
／
Ｉ
Ｍ
Ｔ
一
六
時
三
〇
分
ま
で
は
彼
が
操
縦
し
て
い
た
が
、
乗
組
員
のJelastine

が
、
自
分
が
操
縦
を
替
わ
る
の

で
眠
っ
て
く
れ
と
言
っ
て
き
た
の
で
替
わ
っ
て
も
ら
い
、「
何
か
あ
っ
た
ら
私
を
呼
ぶ
よ
う
に
」
と
言
い
伝
え
て
横
に
な
っ
た
。Jelastine

は
船
舶
の

操
縦
免
許
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。Fredy

船
長
が
横
に
な
っ
て
ち
ょ
う
ど
五
分
後
に
音
が
し
た
の
で
飛
び
起
き
て
見
に
行
く
と
、Jelastine

が
耳

と
目
か
ら
血
を
流
し
て
倒
れ
て
い
た
。
船
尾
に
い
た
別
の
乗
組
員Pinku

も
胸
か
ら
血
を
流
し
て
い
た
。
発
砲
は
同
船
の
右
側
を
航
行
す
る
別
の
船

舶
か
ら
の
も
の
で
約
二
分
間
続
き
、
事
前
に
警
告
や
警
告
射
撃
は
な
か
っ
た
と
船
長
は
証
言
し
て
い
る
。Fredy

船
長
は
高
速
で
船
を
操
縦
し
て
そ
の

場
を
離
れ
た
。
船
の
速
度
を
落
と
し
て
発
砲
を
受
け
た
二
人
の
様
子
を
確
か
め
る
と
、Jelastine

は
既
に
死
ん
で
お
り
、Pinku

は
ま
だ
生
き
て
い
た

が
そ
の
後
死
亡
し
た
と
い
う
。

3　

事
件
直
後
の
出
来
事
（
一
一
八
─
一
五
四
項
）

　

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
イ
ン
ド
の
コ
チ
に
向
け
航
路
を
変
更
す
る
に
至
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｍ
Ｔ
一
八
時
三
〇
分
／
Ｉ
Ｍ
Ｔ
一
九
時
〇
〇
分
、
海
上
救
助
調
整
セ
ン
タ
ー
（
Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｃ
）
ム
ン
バ
イ
か
ら
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
電
話
連

絡
が
あ
っ
た
。
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
の
航
海
日
誌
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
電
話
で
Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ム
ン
バ
イ
は
、「
海
賊
攻
撃

の
疑
い
に
つ
い
て
通
報
を
受
け
、
そ
の
結
果
、
二
隻
の
船
を
拿
捕
し
た
（they had been inform

ed about the suspect pirate attack and, as 

a result, had seized tw
o crafts

）」
と
述
べ
、
出
来
事
を
調
べ
、
証
言
を
得
た
い
の
で
、
航
路
を
変
更
し
て
コ
チ
に
向
か
っ
て
ほ
し
い
と
要
請
し

た
（asked m

e to change course and head tow
ard Cochin (India) to take stock of events and bear w

itness

）
と
い
う
。

　

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
の
航
海
日
誌
に
は
、「
一
九
時
一
五
分
、
我
々
は
コ
チ
に
向
け
航
路
を
変
更
し
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｍ
Ｔ
一
九
時
二
〇
分
／
Ｉ
Ｍ
Ｔ
一
九
時
五
〇
分
、
イ
ン
ド
沿
岸
警
備
隊
の
航
空
機
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
の
上
空
に
到
着
し
た
。
こ
の
航
空

機
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
を
「
取
り
囲
み
（encircled

）」、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
と
Ｖ
Ｈ
Ｆ
で
「
通
信
し
た
（contacted

）」。
Ｓ
Ｍ
Ｔ

一
九
時
三
〇
分
／
Ｉ
Ｍ
Ｔ
二
〇
時
〇
〇
分
、
イ
ン
ド
沿
岸
警
備
隊
の
艦
船Lakshm

ibai
が
コ
チ
を
出
港
し
た
。Lakshm

ibai

に
は
イ
ン
ド
の
警
察
官

四
名
が
乗
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
海
上
で
起
こ
っ
た
「
発
砲
事
件
」
が
沿
岸
警
備
隊
の
事
項
で
は
な
く
警
察
事
項
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
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だ
っ
た
。

　

Ｓ
Ｍ
Ｔ
二
〇
時
〇
〇
分
／
Ｉ
Ｍ
Ｔ
二
〇
時
三
〇
分
頃
ま
で
に
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
は
コ
チ
の
向
か
い
側
の
地
点
に
到
着
し
、
そ
こ
か
ら
向
き

を
変
え
コ
チ
港
に
向
か
っ
て
進
ん
だ
。

　

こ
の
頃
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
は
、
Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ム
ン
バ
イ
か
ら
Ｅ
メ
ー
ル
を
受
信
し
た
。
こ
の
Ｅ
メ
ー
ル
に
は
、「
貴
船
と
不
審
な
船
艇
と
の

間
に
海
賊
事
件
な
い
し
発
砲
事
件
が
起
こ
っ
た
と
理
解
し
て
い
ま
す
（understand there has been a piracy incident/firing incident by 

your vessel on a suspicious skiffs

）」、「
貴
船
に
対
し
、
コ
チ
に
向
か
い
、
今
後
の
連
絡
の
た
め
に
イ
ン
ド
沿
岸
警
備
隊
と
Ｖ
Ｈ
Ｆ
16
な
ら
び
に

電
話
…
…
で
通
信
を
確
立
す
る
よ
う
要
請
し
ま
す
（Y

ou are requested to head for K
ochi . . . nd establish com

m
unication w

ith Indian 

Coast Guard, V
H

F16 and telephone [...] for further deposition/clarification

）」
と
書
か
れ
て
い
た
。
こ
の
Ｅ
メ
ー
ル
を
受
信
し
た
の
が
、

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
航
路
を
変
更
す
る
前
だ
っ
た
の
か
後
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
主
張
が
対
立
し
て
い
る
。
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク

シ
エ
号
の
船
長
は
、
こ
の
メ
ー
ル
を
Ｍ
Ｓ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ａ
（
海
事
安
全
セ
ン
タ
ー
・
ホ
ル
ン
・
オ
ブ
・
ア
フ
リ
カ
）
と
Ｕ
Ｋ
Ｍ
Ｔ
Ｏ
（
英
海
軍
海
運
情
報
セ

ン
タ
ー
）
に
転
送
し
た
。
転
送
メ
ー
ル
の
本
文
に
は
、「
Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ム
ン
バ
イ
か
ら
の
下
記
メ
ー
ル
に
関
し
て
、
我
々
は
航
路
を
変
更
し
て
現
在
コ
チ

に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
（[p]lease be advised that w

ith reference to the below
 m

essage from
 M

RCC M
um

bai w
e 

have altered course and are now
 proceeding tow

ards Cochin

）」
と
書
か
れ
て
い
た
。

　

Ｓ
Ｍ
Ｔ
二
一
時
一
八
分
／
Ｉ
Ｓ
Ｔ
二
一
時
四
八
分
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
は
コ
チ
の
碇
泊
地
に
到
着
し
、
錨
を
降
ろ
し
た
。
そ
の
時
点
に
お
け

る
同
船
の
位
置
は
「
イ
ン
ド
の
領
海
内
」
で
あ
っ
た
（
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
の
航
海
日
誌
を
参
照
す
る
イ
タ
リ
ア
の
申
述
書
よ
り
）。N

oviello

船
長
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
沿
岸
警
備
隊
は
、
係
留
の
直
前
の
Ｖ
Ｈ
Ｆ
で
の
通
信
に
お
い
て
、「
六
時
間
以
上
の
時
間
は
か
か
ら
な
い
」
と
約
束

し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
海
が
荒
れ
て
い
る
と
の
理
由
で
そ
の
夜
は
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
乗
船
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
夜
、
エ
ン
リ
カ
・

レ
ク
シ
エ
号
は
イ
ン
ド
沿
岸
警
備
隊
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
て
い
た
。
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4　

イ
ン
ド
に
よ
る
捜
査
お
よ
び
手
続
（
一
五
五
─
一
九
三
項
）

　

二
〇
一
五
年
二
月
一
六
日
の
Ｉ
Ｓ
Ｔ
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
一
一
時
三
〇
分
の
間
に
、Lakshm

ibai

の
乗
船
検
査
隊
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に

対
し
乗
船
検
査
を
行
っ
た
。

　

コ
チ
港
に
入
港
す
る
よ
う
に
と
い
う
イ
ン
ド
当
局
の
要
請
を
何
度
か
断
っ
た
後
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
は
、
結
局
コ
チ
港
に
入
港
し
、
コ
チ
石

油
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
接
岸
し
た
。
二
〇
一
二
年
二
月
一
九
日
、
ケ
ラ
ラ
警
察
は
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
か
ら
イ
タ
リ
ア
海
兵
を
護
送
し
て
上
陸
さ
せ
、

コ
チ
石
油
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
島
で
彼
ら
を
殺
人
の
容
疑
で
逮
捕
し
た
。
二
月
二
〇
日
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
は
コ
チ
石
油
タ
ー
ミ
ナ

ル
か
ら
イ
ン
ド
内
水
内
の
係
留
地
に
移
動
し
た
。
同
船
上
に
は
約
一
五
名
の
イ
ン
ド
の
警
察
官
が
留
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
は
、

同
船
の
航
海
の
再
開
を
認
め
る
イ
ン
ド
最
高
裁
の
決
定
を
受
け
、
二
〇
一
二
年
五
月
五
日
に
イ
ン
ド
の
水
域
か
ら
出
航
し
た
。

　

逮
捕
さ
れ
た
二
名
の
海
兵
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
三
〇
日
ま
で
拘
禁
さ
れ
、
同
日
の
ケ
ラ
ラ
高
等
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
、
パ
ス
ポ
ー
ト
を
引
き
渡

す
こ
と
や
コ
チ
市
警
察
委
員
会
の
事
務
所
か
ら
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
に
居
住
す
る
こ
と
な
ど
を
条
件
に
保
釈
さ
れ
た
。
二
名
の
海
兵
は
、

イ
タ
リ
ア
に
戻
っ
た
二
週
間
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
～
一
三
年
一
月
）
を
除
い
て
ケ
ラ
ラ
に
留
ま
っ
た
。

　

イ
ン
ド
最
高
裁
は
、
二
〇
一
三
年
二
月
二
二
日
、
二
名
の
海
兵
が
Ｅ
Ｕ
選
挙
で
投
票
す
る
た
め
四
週
間
イ
タ
リ
ア
に
帰
国
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ

の
後
、Lattore

軍
曹
は
、
医
療
上
の
理
由
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
に
戻
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
て
最
高
裁
に
認
め
ら
れ
（
二
〇
一
四
年
九
月
五
日
）、
そ

の
後
何
度
か
延
長
を
認
め
ら
れ
て
、
本
仲
裁
手
続
の
間
、
イ
タ
リ
ア
に
留
ま
っ
た
。

　

Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
の
暫
定
措
置
命
令
（
二
〇
一
五
年
八
月
二
四
日
）
を
受
け
、
イ
ン
ド
の
最
高
裁
と
特
別
法
廷
は
、
関
連
す
る
手
続
の
停
止
を
命
令
し
た
。

本
仲
裁
裁
判
所
の
暫
定
措
置
命
令
（
二
〇
一
六
年
四
月
二
九
日
）
を
受
け
、
イ
ン
ド
最
高
裁
は
、
附
属
書
Ⅶ
仲
裁
裁
手
続
の
期
間
中Girone

軍
曹
が

イ
タ
リ
ア
に
戻
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
同
軍
曹
は
二
〇
一
六
年
五
月
二
八
日
に
イ
タ
リ
ア
に
戻
り
、
本
仲
裁
手
続
の
間
イ
タ
リ
ア
に
留
ま
っ
た
。

5　

イ
タ
リ
ア
に
よ
る
捜
査
お
よ
び
手
続
（
一
九
四
─
二
一
六
項
）

　

イ
タ
リ
ア
で
は
、
本
事
件
に
関
す
る
調
査
官
に
任
命
さ
れ
たPiroli

海
軍
大
将
が
二
〇
一
二
年
五
月
一
一
日
に
調
査
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
て
イ
タ
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リ
ア
政
府
に
提
出
し
た
ほ
か
（Piroli

報
告
書
）、
ロ
ー
マ
の
検
事
（the Rom

e Public Procecutor

）
がLattore

軍
曹
とGirone

軍
曹
に
つ
い
て

イ
タ
リ
ア
刑
法
五
七
五
条
の
殺
人
罪
の
容
疑
で
捜
査
を
開
始
し
た
。
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
の
暫
定
措
置
命
令
を
受
け
、
本
事
件
に
関
す
る
イ
タ
リ
ア
の
刑
事
手

続
は
現
在
停
止
さ
れ
て
い
る
。

三　

判
旨
（
二
一
七
─
一
〇
九
四
項
）

1　

管
轄
権
、
受
理
可
能
性
お
よ
び
適
用
法
規
（
二
一
七
─
二
五
八
項
）

（
1
）
紛
争
の
特
定
（
二
一
八
─
二
四
五
項
）

　

紛
争
の
概
念
は
国
際
法
上
十
分
に
確
立
し
て
い
る
。
紛
争
と
は
、「
法
ま
た
は
事
実
の
論
点
に
関
す
る
見
解
の
不
一
致
、
す
な
わ
ち
法
的
見
解
ま
た

は
利
益
に
関
す
る
対
立
」
を
い
う
（
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
マ
ヴ
ロ
マ
テ
ィ
ス
事
件
判
決
）。
本
件
に
お
い
て
当
事
者
間
に
紛
争
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
本
件
で
は
紛
争
の
性
質
決
定
（characterisation

）
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

紛
争
の
性
質
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
裁
判
所
は
、
客
観
的
な
基
礎
に
基
づ
い
て
（on the objective basis

）、「
事
件
に
お
け
る
真
の
争
点
を
特

定
し
（isolate the real issue in the case

）、
請
求
の
趣
旨
を
特
定
（identify the object of the claim

）」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ

核
実
験
事
件
判
決
）。
紛
争
の
真
の
争
点
を
特
定
す
る
に
当
た
り
、
手
続
を
開
始
す
る
際
に
原
告
が
行
っ
た
通
告
お
よ
び
請
求
の
陳
述
（the 

applicantʼs notification and statem
ent of claim

）
は
特
別
の
重
要
性
を
有
す
る
。
同
時
に
、
漁
業
管
轄
権
事
件
（
ス
ペ
イ
ン
対
カ
ナ
ダ
）
に
お

い
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
原
告
が
選
択
し
た
紛
争
の
定
式
化
に
は
特
別
の
考
慮
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
」、「
裁
判
所
自

身
が
、
双
方
当
事
者
の
立
場
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
な
基
礎
に
基
づ
き
紛
争
［
の
性
質
］
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

本
件
に
お
け
る
当
事
者
間
の
法
ま
た
は
事
実
の
論
点
に
関
す
る
見
解
の
不
一
致
、
す
な
わ
ち
法
的
見
解
ま
た
は
利
益
に
関
す
る
対
立
は
、
エ
ン
リ

カ
・
レ
ク
シ
エ
号
お
よ
び
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
の
は
ど
の
国
か
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア
は
一
貫
し
て
、
本
紛
争
は
「
イ
タ
リ
ア
海
兵
に
対
す
る
イ
ン
ド
の
刑
事
裁
判
権
行
使
の
国
連
海
洋
法
条
約
上
の
合
法
性
に
関
す
る
も
の
」
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
は
免
除
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
に
よ
る
刑
事
裁
判
権
行
使
の
「
例
外
」
と
し
て
、
ま
た
、

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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イ
ン
ド
に
よ
る
刑
事
裁
判
権
行
使
が
違
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
い
く
つ
か
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
で
あ
る
。
イ
ン
ド
は
、［
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号

の
側
で
起
こ
っ
た
出
来
事
の
側
面
よ
り
も
］
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
お
よ
び
そ
の
乗
組
員
と
同
船
上
で
起
こ
っ
た
出
来
事
の
側
面
を
よ
り
強
調
し
て

い
る
が
、
答
弁
書
の
中
で
紛
争
の
性
質
決
定
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
も
免
除
の
問
題
に
は
何
ら
言
及
し
な
か
っ
た
。
以
上
の
こ
と
に
鑑
み
、
裁
判
所
は
、

書
面
手
続
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
当
事
者
は
本
紛
争
を
主
と
し
て
免
除
に
関
わ
る
紛
争
（one prim

arily relating to im
m

unity

）
と
は
性
格
づ

け
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
裁
判
所
は
、
当
事
者
間
の
紛
争
は
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
ま
た
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
な
お
、

裁
判
所
の
管
轄
権
に
つ
い
て
イ
ン
ド
が
提
起
し
た
特
定
的
な
抗
弁
（specific objections

）（
免
除
の
問
題
に
関
す
る
も
の
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
に
関
連
す
る
請
求
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
検
討
す
る
。

（
2
）
意
見
の
交
換
義
務
（
二
四
六
─
二
四
七
項
）

　

本
件
に
お
い
て
両
当
事
者
は
、
様
々
な
外
交
的
お
よ
び
政
治
的
レ
ベ
ル
で
交
渉
に
よ
る
紛
争
の
解
決
を
試
み
て
意
見
の
交
換
を
行
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
本
件
に
お
い
て
、
意
見
交
換
義
務
に
つ
い
て
定
め
る
二
八
三
条
一
項
の
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
追
加
的
請
求
の
受
理
可
能
性
（
二
四
八
項
）

　

イ
ン
ド
の
一
九
七
六
年
の
「
領
海
、
大
陸
棚
、
排
他
的
経
済
水
域
お
よ
び
そ
の
他
の
海
域
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
一
九
七
六
年
海
域
法
」
と
い

う
）
な
ら
び
に
同
法
に
基
づ
い
て
一
九
八
一
年
に
行
わ
れ
た
官
報
へ
の
告
示
（
以
下
「
一
九
八
一
年
告
示
」
と
い
う
）
の
条
約
適
合
性
に
関
す
る
イ
タ

リ
ア
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
二
八
三
条
一
項
に
基
づ
き
意
見
の
交
換
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
こ
の
請

求
を
検
討
す
る
際
に
検
討
す
る
。

（
4
）
イ
ン
ド
に
よ
る
反
訴
の
受
理
可
能
性
（
二
四
九
─
二
五
六
項
）

　

本
件
の
手
続
規
則
は
反
訴
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
が
、
国
連
海
洋
法
条
約
附
属
書
Ⅶ
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
仲
裁
裁
判
所
が
反
訴
を
審
理
す
る

（
8
）

（
9
）
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固
有
の
権
限
（inherent pow

er

）
を
有
す
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
附
属
書
Ⅶ
五
条
は
、「
紛
争
当
事
者
が
陳
述
し
及
び
自
己
の
立
場
を
表

明
す
る
十
分
な
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
手
続
を
定
め
る
」
権
限
を
仲
裁
裁
判
所
に
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
強
制
的
紛
争
解
決
手
続

の
別
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
つ
ま
り
Ｉ
Ｃ
Ｊ
と
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
で
は
被
告
に
反
訴
の
提
起
が
明
示
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
附
属
書
Ⅶ
仲
裁
裁
判
所
で
被

告
が
別
の
立
場
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
な
い
。

　

反
訴
は
、
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
し
、
か
つ
、
そ
れ
が
他
方
当
事
者
の
請
求
の
主
題
と
直
接
的
に
関
連
し
て
い
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
手
続
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。
本
件
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
反
訴
は
、
国
連
海
洋
法
条
約

の
い
く
つ
か
の
規
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
条
約
の
解
釈
ま
た
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
に
関
連
し
て
い
る
し
、
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事
件

か
ら
直
接
に
生
ず
る
請
求
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
5
）
適
用
法
規
（
二
五
七
─
二
五
八
項
）

　

条
約
二
九
三
条
は
、
裁
判
所
の
適
用
法
規
に
つ
い
て
定
め
る
。
二
九
三
条
が
海
兵
の
免
除
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
、
そ
の
問
題
が
二
八

八
条
一
項
に
基
づ
く
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
入
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
で
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
後
に
検
討

す
る
。

2　

イ
タ
リ
ア
の
請
求
（
二
五
九
─
九
一
〇
項
）

（
1
）
一
九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
（
二
六
〇
─
三
七
〇
項
）

　

イ
ン
ド
の
一
九
七
六
年
海
域
法
七
項
七
号
は
、
イ
ン
ド
中
央
政
府
が
官
報
に
告
示
す
る
こ
と
（notification in the official Gazette

）
に
よ
り
、

そ
の
時
に
イ
ン
ド
に
お
い
て
効
力
を
有
し
て
い
る
法
令
を
、
適
当
な
修
正
を
加
え
た
上
で
、
イ
ン
ド
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
拡
張
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
定
め
る
。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
一
九
八
一
年
の
告
示
に
よ
り
、
イ
ン
ド
中
央
政
府
は
、
同
告
示
の
附
表
に
掲
げ
る
法
令
を
Ｅ
Ｅ
Ｚ

に
拡
張
し
た
。
附
表
に
は
、
イ
ン
ド
刑
法
お
よ
び
イ
ン
ド
刑
事
訴
訟
法
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
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イ
タ
リ
ア
は
、
一
九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
へ
の
主
権
の
拡
張
で
あ
り
条
約
八
九
条
に
違
反
す
る
な
ど
と
主
張
し
、
一

九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
の
適
用
の
中
止
を
命
ず
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
イ
ン
ド
は
、
本
件
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
は
一
九

七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　

イ
タ
リ
ア
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事
件
と
は
独
立
し
た
別
の
問
題
と
し
て
一
九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
の
条
約
適
合
性

を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
同
事
件
に
関
し
て
イ
ン
ド
が
と
っ
た
措
置
が
そ
れ
ら
の
法
令
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
に
、
そ
れ

ら
の
法
令
が
本
件
に
関
連
性
を
も
つ
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
の
国
内
裁
判
手
続
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
イ
ン
ド
が
一

九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
に
基
づ
い
て
沿
岸
警
備
隊
の
行
動
を
正
当
化
し
て
い
た
事
実
に
注
意
を
喚
起
し
た
。
他
方
、
イ
ン
ド
は
、

本
仲
裁
手
続
に
お
い
て
は
一
九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
に
依
拠
せ
ず
、
属
地
主
義
お
よ
び
消
極
的
属
人
主
義
に
依
拠
し
た
。
こ
れ
ら

の
事
情
に
鑑
み
る
と
、
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
行
動
は
一
九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
の
条
約
適
合
性
は
問
題
に
は
な
り
得
る
が
、
本
件
で
は
こ
れ
以
上
検
討
す

る
必
要
は
な
い
。

　

次
に
、
裁
判
所
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
に
関
し
て
イ
ン
ド
が
依
拠
し
た
二
つ
の
法
的
根
拠
、
す
な
わ
ち
属
地
主
義
と
消
極
的
属
人
主
義

の
原
則
が
条
約
と
両
立
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。
本
件
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
条
約
と
両
立
し
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
イ
ン

ド
に
よ
れ
ば
、
属
地
主
義
の
原
則
は
船
舶
に
も
適
用
さ
れ
、
国
は
、
自
国
船
舶
内
で
行
わ
れ
た
い
か
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
と

い
う
。
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
拡
大
さ
れ
た
属
地
主
義
の
原
則
（an extended territoriality principle

）
が
十
分
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

多
く
の
国
の
刑
事
立
法
が
自
国
船
舶
ま
た
は
航
空
機
内
で
行
わ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
の
裁
判
権
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
裁
判
所
は
、
こ

の
原
則
が
船
舶
を
「
あ
ら
ゆ
る
目
的
に
お
い
て
（for all purposes

）」
国
家
領
土
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
あ
る
国
の
領
域

で
開
始
さ
れ
た
犯
罪
が
別
の
国
の
領
域
で
完
成
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
犯
罪
が
複
数
の
国
の
領
域
に
ま
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
両
方
の
国
が

裁
判
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
も
十
分
に
確
立
し
て
い
る
（
主
観
的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
の
原
則
）。
同
様
に
、
あ
る
船
舶
で
開
始
さ
れ

別
の
船
舶
で
完
成
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
両
方
の
船
舶
の
旗
国
が
競
合
し
て
裁
判
権
を
も
つ
（concurrent jurisdiction

）（
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
ロ
ー
チ
ュ
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ス
号
（Lotus

）
事
件
判
決
）。

　

本
件
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
で
開
始
さ
れ
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
で
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
属
地
主

義
の
原
則
に
従
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
と
イ
ン
ド
の
両
方
が
こ
の
事
件
に
つ
い
て
裁
判
権
を
有
す
る
。
こ
の
事
件
に
関
す
る
イ
ン
ド
の
裁
判
権
行
使
は
、
条

約
と
両
立
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
て
、
ま
さ
に
条
約
九
二
条
一
項
が
定
め
る
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
原
則

に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
は
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
旗
国
と
し
て
、
同
船
お
よ
び
同
船
上
で
完
成
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
排
他
的
管
轄
権
を
有
す
る
。

裁
判
所
は
、
属
地
主
義
の
原
則
が
本
件
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
裁
判
権
行
使
の
法
的
根
拠
に
な
る
と
判
示
し
た
の
で
、
消
極
的
属
地
主
義
の
原
則
に
つ
い

て
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

（
2
）
条
約
第
七
部
（
公
海
関
連
規
定
）（
三
七
一
─
七
三
一
項
）

　

イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
が
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
以
降
の
行
動
に
よ
り
条
約
第
七
部
の
い
く
つ
か
の
規
定
、
す
な
わ
ち
八
七
条
一
項
⒜
号
（
航
行

の
自
由
）、
九
二
条
（
船
舶
の
地
位
）、
九
七
条
（
衝
突
そ
の
他
の
航
行
上
の
事
故
に
関
す
る
刑
事
裁
判
権
）、
一
〇
〇
条
（
海
賊
行
為
の
抑
止
の
た
め

の
協
力
の
義
務
）、
三
〇
〇
条
（
信
義
誠
実
お
よ
び
権
利
の
濫
用
）
に
違
反
し
た
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
五
八
条
二
項
に
よ
り
、
イ
ン
ド

Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
適
用
さ
れ
る
。

（
ａ
）
条
約
八
七
条
一
項
⒜
号
お
よ
び
九
二
条
（
三
七
七
─
五
三
六
項
）

（
ⅰ
）
八
七
条
一
項

　

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
航
路
を
変
更
し
て
イ
ン
ド
の
領
海
に
入
る
に
至
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
間
で
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
イ

タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
の
当
局
が
コ
チ
に
向
か
う
よ
う
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
命
令
し
（directing

）、
同
船
の
航
路
を
妨
害
し
（interdict

）、
同

船
を
イ
ン
ド
の
領
海
ま
で
護
送
し
た
（escort

）
こ
と
に
よ
り
同
船
の
航
行
の
自
由
を
侵
害
し
た
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
の
当

局
が
捕
ま
え
て
も
い
な
い
海
賊
船
舶
を
捕
ま
え
た
と
の
嘘
の
口
実
を
作
り
出
し
て
策
略
（ruse
）
に
よ
り
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
を
コ
チ
に
向
か
わ
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せ
た
と
も
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
イ
ン
ド
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
航
路
を
変
更
し
て
コ
チ
に
向
か
っ
た
の
は
完
全
に
自
発
的
な
も
の
だ
っ

た
と
主
張
す
る
。

　

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
は
、
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
に
お
い
て
、
公
海
上
の
船
舶
は
旗
国
以
外
の
権
威
（authority

）
に
服
さ
ず
、
国
家
は
公
海
上
の
外
国
船
舶

に
対
し
て
い
か
な
る
種
類
の
管
轄
権
（any kind of jurisdiction

）
も
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
古
く
か
ら
存
在
す
る
こ
の
原
則
は
、

公
海
上
の
船
舶
が
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
に
服
す
る
と
定
め
る
国
連
海
洋
法
条
約
九
二
条
に
法
典
化
さ
れ
て
い
る
。
い
か
な
る
行
為
が
航
行
の
自
由
の

侵
害
に
当
た
る
か
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
は
、
ノ
ル
ス
タ
ル
号
（M

/V
 

“Norstar

”）
事
件
に
お
い
て
、「
公
海
上
の
外
国
船
舶
の
航
行
に
対
す
る

い
か
な
る
干
渉
行
為
（any act of interference

）
も
、
公
海
上
の
外
国
船
舶
に
対
す
る
管
轄
権
の
い
か
な
る
行
使
も
（any exercise of jurisdic-

tion

）、
こ
の
条
約
ま
た
は
そ
の
他
の
国
際
条
約
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
、
航
行
の
自
由
の
侵
害
を
構
成
す
る
」
と
判
示
し
た
。
船
舶
の
航

行
に
対
す
る
干
渉
は
、
物
理
的
な
形
態
を
と
る
こ
と
も
、
非
物
理
的
な
形
態
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
外
国
船
舶
に
対
す
る
物
理
的
な
干
渉
（
乗
船
、
拿

捕
、
抑
留
、
航
路
変
更
（diversion

）
な
ど
を
含
む
）
が
航
行
の
自
由
の
侵
害
を
構
成
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、「
公
海
上
に
お
い

て
物
理
的
な
干
渉
や
執
行
を
伴
わ
な
い
行
為
が
航
行
の
自
由
の
侵
害
を
構
成
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
」（
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
）。
ガ

イ
ア
ナ
対
ス
リ
ナ
ム
事
件
に
お
い
て
仲
裁
裁
判
所
は
、
海
軍
の
艦
船
が
「
一
二
時
間
以
内
に
当
該
海
域
か
ら
退
去
す
る
」
よ
う
要
求
し
、「
結
果
と
し

て
何
が
起
こ
る
か
は
あ
な
た
方
次
第
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
が
武
力
の
行
使
ま
た
は
武
力
に
よ
る
威
嚇
に
当
た
る
と
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、
サ
イ
ガ

号
事
件
（
第
二
）
に
お
い
て
ラ
イ
ン
（Laing

）
裁
判
官
が
述
べ
た
よ
う
に
、
海
洋
の
自
由
を
享
受
す
る
た
め
に
は
恐
怖
か
ら
の
自
由
（freedom

 

from
 fear

）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
の
見
解
で
は
、
航
行
の
自
由
の
侵
害
は
、
外
国
船
舶
の
航
行
に
対
す
る
物
理
的
も
し

く
は
有
形
の
干
渉
（physical or m

aterial interference

）
や
外
国
船
舶
に
対
す
る
武
力
の
行
使
や
武
力
に
よ
る
威
嚇
を
含
む
行
為
、
ま
た
は
非
物

理
的
な
干
渉
で
あ
っ
て
そ
の
効
果
が
航
行
の
自
由
の
行
使
に
対
し
恐
怖
を
植
え
付
け
た
り
障
害
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
（instilling fear in, or 

causing hindrance to

）
も
の
か
ら
生
じ
得
る
。
加
え
て
、
公
海
上
の
外
国
船
舶
に
対
す
る
管
轄
権
の
行
使
（exercise of jurisdiction

）
は
、
国

連
海
洋
法
条
約
そ
の
他
の
条
約
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
、
航
行
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
を
構
成
す
る
（
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判

決
）。

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（阪大法学）71（1-228）　228 〔2021. 5 〕



エンリカ・レクシエ号事件
　

次
に
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
対
す
る
イ
ン
ド
の
行
為
が
航
行
の
自
由
の
侵
害
に
当
た
る
か
を
検
討
す
る
。
イ
タ
リ
ア
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
イ

ン
ド
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
対
す
る
命
令
（direction

）、
策
略
（ruse

）、
航
路
妨
害
（interdiction

）
お
よ
び
護
送
（escort

）
に
よ
り

同
船
の
航
行
の
自
由
を
侵
害
し
た
と
い
う
。

　

ま
ず
、「
命
令
」
に
当
た
る
か
に
関
連
し
て
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
のV

itelli

船
長
は
、
Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ム
ン
バ
イ
と
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
、

「
私
の
仕
事
は
［
イ
ン
ド
］
当
局
に
協
力
し
て
で
き
る
だ
け
早
く
航
海
を
再
開
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
、［
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
対
し
て
］

実
力
が
行
使
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
私
は
航
路
を
変
更
す
る
自
由
を
有
し
て
い
た
（I w

as free to alter the 

course

）」
と
証
言
し
た
。
こ
の
証
言
は
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
真
実
性
を
疑
う
理
由
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ム
ン
バ
イ
の
要

請
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
の
航
行
に
対
す
る
干
渉
に
当
た
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「
策
略
」
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
海
賊
の
容
疑
船
舶
を
捕
ま
え
た
と
い
う
話
が
な
さ
れ
た
電
話
連
絡
の
後
に
Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ム
ン
バ
イ
が
送

っ
た
Ｅ
メ
ー
ル
を
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
受
け
取
っ
た
の
が
い
つ
だ
っ
た
の
か
を
め
ぐ
っ
て
当
事
者
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
Ｅ
メ
ー
ル

に
は
、
海
賊
の
容
疑
船
舶
を
捕
ま
え
た
と
い
う
話
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
こ
の
Ｅ
メ
ー
ル
を
受
け
取

っ
た
の
は
同
船
が
コ
チ
に
向
け
て
航
路
を
変
え
た
後
だ
っ
た
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
イ
ン
ド
は
、
航
路
を
変
え
る
前
に
受
け
取
っ
て
い
た
と
主
張
す

る
。
し
か
し
、
仮
に
こ
の
Ｅ
メ
ー
ル
を
受
け
取
っ
た
の
が
航
路
変
更
の
後
だ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
が
策
略
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と

を
証
明
で
き
て
い
な
い
。
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
のV

itelli
船
長
は
、
発
砲
事
件
が
起
こ
っ
た
こ
と
、
そ
の
事
件
に
イ
タ
リ
ア
海
兵
が
関
わ
っ
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
彼
ら
も
イ
ン
ド
当
局
も
限
ら
れ
た
情
報
し
か
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
事
態
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
待

つ
よ
り
コ
チ
に
向
か
う
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
同
船
長
は
、
Ｅ
メ
ー
ル
を
受
け
取
っ
た
後
も
自
由
に
航
路
を
変
え
て
元
の
航
路
に
戻
れ
る
と
感
じ

て
い
た
と
証
言
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
裁
判
所
は
、
策
略
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
は
証
明
責
任
を
果
た
さ
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
。

　
「
航
路
妨
害
」
の
主
張
に
関
連
し
て
、V

itelli

船
長
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
の
上
空
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
旋
回
し
て
い
て
恐
怖
を
感
じ
た
と

証
言
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
イ
ン
ド
領
海
の
中
と
外
の
ど
ち
ら
で
起
こ
っ
て
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
イ
ン
ド
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
は

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
へ
の
乗
船
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
、
イ
ン
ド
沿
岸
警
備
隊
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
対
し
コ
チ
に
向
か
う
よ
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う
強
制
す
る
た
め
に
必
要
な
ら
ば
同
船
に
対
し
て
実
力
を
行
使
し
た
り
乗
船
し
た
り
し
た
か
も
し
れ
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
準
備
が
で
き
て
い
な

い
。
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
命
令
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
イ
ン
ド
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
対
す
る
航
路
妨
害
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
判
示
す
る
。

　
「
護
送
」
が
航
行
の
自
由
の
侵
害
に
当
た
る
か
は
、
様
々
な
事
情
（
護
送
の
形
態
、
目
的
、
護
送
さ
れ
る
船
舶
の
側
の
認
識
な
ど
を
含
む
）
に
依
存

す
る
。
護
送
の
形
態
に
つ
い
て
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
証
拠
は
、
イ
ン
ド
沿
岸
警
備
隊
の
航
空
機
と
艦
船
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
と
安
全
な
距

離
を
と
っ
て
飛
行
・
航
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
護
送
の
目
的
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
を
「
逮
捕
す
る
（ap-

prehend

）」
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
主
張
を
裏
づ
け
る
十
分
な
証
拠
は
な
い
。
イ
タ
リ
ア
は
、
領
海
の
外
で
旗
国
の
同
意
な
し

に
外
国
船
舶
を
護
送
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
航
行
の
自
由
の
侵
害
に
な
る
と
主
張
す
る
が
、
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
未
知
の
海
路
に
お
け
る

航
行
の
安
全
確
保
や
環
境
損
害
の
防
止
と
い
っ
た
目
的
の
た
め
に
護
送
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
旗
国
の
同
意
な
し
に
行
っ
て
も
護
送
が
国
連
海
洋
法
条

約
に
反
し
な
い
場
合
は
あ
り
得
る
。

　

以
上
か
ら
、
裁
判
所
は
、
イ
ン
ド
は
イ
タ
リ
ア
の
航
行
の
自
由
に
干
渉
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
条
約
八
七
条
一
項
に
違
反
し
な
い
と
結
論
す
る
。

（
ⅱ
）
九
二
条

　

イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
が
同
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
対
し
て
管
轄
権
を
行
使
し
た
こ
と
に
よ
り
条
約
九
二
条
一
項
に
違
反
し
た
と

主
張
す
る
。

　

九
二
条
は
、
五
八
条
二
項
に
よ
り
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
も
適
用
さ
れ
る
。
九
二
条
が
定
め
る
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原
則
の
違
反
は
、
旗
国
以
外
の
国
が
船

舶
に
対
し
て
法
令
を
制
定
し
、
ま
た
は
そ
う
し
た
法
令
を
船
舶
に
つ
い
て
適
用
も
し
く
は
執
行
す
れ
ば
成
立
す
る
。
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
に
お
い
て
Ｉ

Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原
則
は
、「
公
海
上
に
お
け
る
旗
国
以
外
の
国
に
よ
る
執
行
管
轄
権
の
行
使
だ
け
で
な
く
、

公
海
上
の
外
国
船
舶
に
よ
り
行
わ
れ
た
合
法
的
な
活
動
に
対
す
る
規
律
管
轄
権
の
拡
張
を
も
禁
止
す
る
」。

　

Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ム
ン
バ
イ
か
ら
の
電
話
お
よ
び
Ｅ
メ
ー
ル
に
よ
る
通
信
は
単
な
る
要
請
で
あ
り
、
こ
れ
が
執
行
管
轄
権
の
要
素
を
も
つ
指
示
ま
た
は
命
令

だ
っ
た
と
い
う
証
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
イ
ン
ド
沿
岸
警
備
隊
が
派
遣
し
た
航
空
機
と
艦
船
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
と
安
全
な
距

（
13
）
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離
を
と
っ
て
飛
行
・
航
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
自
発
的
に
コ
チ
に
向
か
わ
な
か
っ
た
場
合
に
実
力
を
行
使
し
た
か
も
し

れ
な
い
か
ど
う
か
は
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
結
局
、
イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
対
し
て
執
行
管
轄

権
を
行
使
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
証
明
責
任
を
果
た
せ
な
か
っ
た
。
以
上
か
ら
、
裁
判
所
は
、
イ
ン
ド
が
同
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号

に
対
し
て
行
っ
た
行
為
は
管
轄
権
の
行
使
に
当
た
ら
ず
、
イ
ン
ド
は
九
二
条
一
項
に
違
反
し
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
。

（
ｂ
）
条
約
九
七
条
（
五
三
七
─
六
五
九
項
）

　

条
約
九
七
条
一
項
は
、「
公
海
上
の
船
舶
に
つ
き
衝
突
そ
の
他
の
航
行
上
の
事
故
（a collision or any other incident of navigation

）
が
生
じ

た
場
合
に
お
い
て
、
船
長
そ
の
他
当
該
船
舶
に
勤
務
す
る
（in the service of the ship

）
者
の
刑
事
上
又
は
懲
戒
上
の
責
任
が
問
わ
れ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
刑
事
上
又
は
懲
戒
上
の
手
続
は
、
当
該
船
舶
の
旗
国
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
属
す
る
国
の
司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
に
お
い
て
の

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
九
七
条
は
、
五
八
条
二
項
に
よ
り
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
も
適
用
さ
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
に
よ
る
刑
事
裁
判
手

続
は
「
衝
突
そ
の
他
の
航
行
上
の
事
故
」
の
最
中
に
「
船
舶
に
勤
務
」
し
て
い
た
者
に
対
す
る
刑
事
上
の
手
続
で
あ
り
、
九
七
条
一
項
に
違
反
す
る
と

主
張
す
る
。
イ
ン
ド
は
、
本
件
は
「
衝
突
そ
の
他
の
航
行
上
の
事
故
」
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
刑
事
上
の
手
続
の
対
象
と
な
っ
た
海
兵
は

「
船
舶
に
勤
務
」
し
て
い
た
者
で
は
な
い
か
ら
九
七
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。

　
「
航
行
上
の
事
故
（incident of navigation

）」
の
語
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
お
い
て
他
の
二
箇
所
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

る
二
二
一
条
二
項
は
、
①
「
船
舶
の
衝
突
」、
②
「
座
礁
そ
の
他
の
航
行
上
の
事
故
」、
③
「
船
舶
内
若
し
く
は
船
舶
外
の
そ
の
他
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、

船
舶
又
は
積
荷
に
対
し
て
実
質
的
な
損
害
を
与
え
又
は
与
え
る
急
迫
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」
の
三
つ
を
区
別
し
て
い
る
。
①
と
②
は
、
③
の
例
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
文
脈
に
お
い
て
「
航
行
上
の
事
故
」
と
は
、
船
舶
内
若
し
く
は
船
舶
外
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、

船
舶
又
は
積
荷
に
対
し
て
実
質
的
な
損
害
を
与
え
又
は
与
え
る
急
迫
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
意
味
す
る
。

　

九
七
条
お
よ
び
そ
の
前
身
で
あ
る
Ｉ
Ｌ
Ｃ
草
案
三
五
条
［
一
九
五
八
年
公
海
条
約
一
一
条
の
草
案
］
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
を
覆

す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
公
海
上
の
衝
突
事
故
に
関
し
て
船
舶
ま
た
は
乗
組
員
に
対
す
る
刑
事
手
続
が
外
国
で
行
わ
れ
る
と
国
際
航
行
に
対
す
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る
耐
え
難
い
介
入
に
な
る
の
で
そ
う
い
う
リ
ス
ク
か
ら
船
舶
と
乗
組
員
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
は
、
公
海
に
お
け
る
航
行

上
の
行
動
（navigational conduct

）
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
典
型
的
に
発
生
す
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｃ
草
案
三
五
条
に
関
す
る
討
議
に

お
い
て
も
、
同
条
は
、
船
舶
の
操
縦
（m

anoeuvring

）
に
関
連
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
何
ら
か
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
適
用
さ
れ

る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

　

以
上
の
分
析
に
基
づ
き
、
裁
判
所
は
、
九
七
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
「
航
行
上
の
事
故
」
と
は
、
①
船
舶
の
運
動
ま
た
は
操
縦
（m

ovem
ent 

and m
anoeuvring of a ship

）
に
関
連
し
て
生
じ
た
出
来
事
で
あ
り
、
か
つ
、
②
何
ら
か
の
深
刻
な
損
害
（
関
係
す
る
船
舶
、
そ
の
積
荷
、
船
上
の

人
間
な
ど
に
対
す
る
も
の
を
含
む
）
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
の
こ
と
を
い
う
と
考
え
る
。

　

本
件
で
衝
突
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
争
い
は
な
い
。
衝
突
の
リ
ス
ク
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
損
害
は
生
じ
な
か
っ

た
。
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
に
損
害
が
生
じ
、
同
船
上
の
漁
民
二
名
が
命
を
失
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
損
害
は
い
ず
れ
か
の
船
の
運
動
に
よ
っ
て
生
じ

た
の
で
は
な
い
。
事
件
全
体
の
発
端
は
二
隻
の
船
舶
が
接
近
し
て
航
路
を
変
え
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
へ
の
損
害
と
漁
民

の
死
亡
は
航
行
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
議
論
も
な
さ
れ
た
が
、
事
件
の
航
行
的
な
側
面
と
生
じ
た
損
害
と
の
間
の
関
係
は
あ
ま
り
に
薄
弱
す
ぎ
て
、

海
兵
に
よ
る
発
砲
が
航
行
に
関
連
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。

　

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
に
お
い
て
「
航
行
上
の
事
故
」
は
起
こ
っ
て
い
な
い
か
ら
、
イ
ン
ド
が
九
七
条
一
項
に
違
反
し
た
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の

請
求
は
棄
却
す
る
。

（
ｃ
）
条
約
一
〇
〇
条
お
よ
び
三
〇
〇
条
（
六
六
〇
─
七
三
〇
項
）

　

イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
が
海
賊
行
為
の
抑
止
に
つ
い
て
イ
タ
リ
ア
に
協
力
を
求
め
る
権
利
を
濫
用
し
、
そ
れ
に
よ
り
条
約
一
〇
〇
条
お
よ
び
三
〇
〇

条
に
違
反
し
た
と
主
張
す
る
。
イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
港
に
向
か
う
よ
う
求
め
た
真
の
動
機
は
、
海
賊
行
為
の
捜
査
に

協
力
を
求
め
る
た
め
で
は
な
く
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
に
発
砲
し
た
者
の
身
柄
を
拘
束
す
る
た
め
だ
っ
た
と
主
張
す
る
。

　

裁
判
所
は
、
一
〇
〇
条
が
海
賊
行
為
の
抑
止
の
た
め
の
協
力
義
務
の
方
式
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。
一
〇
〇
条
に
基
づ
く
協
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力
義
務
は
、
海
賊
の
拿
捕
お
よ
び
訴
追
義
務
を
必
ず
し
も
含
意
し
な
い
。
む
し
ろ
、
一
〇
〇
条
に
基
づ
く
義
務
は
、
例
え
ば
海
賊
行
為
に
関
す
る
刑
事

上
の
相
互
協
力
に
つ
い
て
国
内
法
で
規
定
し
た
り
条
約
を
締
結
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
履
行
し
得
る
。
イ
ン
ド
は
、
同
国
が
海
賊
行
為
の
抑
止

の
た
め
に
積
極
的
な
措
置
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
十
分
な
情
報
を
提
供
し
た
。
本
件
で
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
最
初
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ

た
の
も
Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ム
ン
バ
イ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
は
、
イ
ン
ド
の
真
の
動
機
は
海
賊
行
為
の
調
査
に
つ
い
て
協
力
を
求
め
る
こ

と
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
既
に
認
定
し
た
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
は
イ
ン
ド
が
策
略
を
働
い
た
と
の
主
張
に
つ
い
て
証
明
責
任
を
果
た
さ
な
か

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
イ
ン
ド
は
一
〇
〇
条
に
違
反
し
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
。
な
お
、
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
に
お
い
て
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
が

判
示
し
た
よ
う
に
、
三
〇
〇
条
は
そ
れ
自
体
で
単
独
で
援
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
本
件
で
こ
れ
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
ｄ
）
救
済
（
七
三
一
項
）

　

両
当
事
者
は
救
済
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
提
示
し
た
が
、
裁
判
所
は
イ
ン
ド
が
条
約
八
七
条
、
九
二
条
、
九
七
条
、
一
〇
〇
条
お
よ
び
三
〇

〇
条
に
違
反
し
な
か
っ
た
と
判
示
し
た
の
だ
か
ら
、
救
済
の
問
題
に
つ
い
て
こ
こ
で
検
討
す
る
必
要
は
な
い
。

（
3
）
海
兵
の
免
除
（
七
三
二
─
八
八
九
頃
）

（
ａ
）
管
轄
権
（
七
三
三
─
八
一
一
項
）

　

裁
判
所
は
ま
ず
、
イ
タ
リ
ア
が
援
用
し
た
国
連
海
洋
法
条
約
の
規
定
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
裁
判
所
の
管
轄
権
の
基
礎
に
な
り
得
る
か
ど
う
か
を
検

討
す
る
。
そ
の
次
に
、
裁
判
所
の
管
轄
権
を
基
礎
づ
け
る
他
の
根
拠
（any other justification

）
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
イ
タ
リ
ア
が
援
用
し
た
条
約
の
規
定
の
う
ち
、
二
条
三
項
、
五
六
条
二
項
、
五
八
条
二
項
は
本
件
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
イ
ン
ド
が
海
兵
に

対
す
る
管
轄
権
を
執
行
し
た
の
は
イ
ン
ド
の
内
水
お
よ
び
陸
上
に
お
い
て
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
当
局
は
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
イ
ン

ド
領
海
に
碇
泊
し
て
い
る
時
に
予
備
捜
査
を
行
っ
た
が
、
海
兵
を
下
船
さ
せ
て
逮
捕
し
た
の
は
コ
チ
港
内
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
九
五
条
と
九

六
条
は
船
舶
の
免
除
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
人
の
免
除
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
か
ら
本
件
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
イ
タ
リ
ア
が
「
予
備
的
主

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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張
」
と
し
て
援
用
し
た
二
九
七
条
一
項
に
関
連
し
て
、
た
し
か
に
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
海
洋
保
護
区
事
件
に
お
い
て
仲
裁
裁
判
所
は
、
二
九
七
条
一
項
⒜
号

が
「
条
約
そ
れ
自
体
の
外
側
に
あ
る
法
源
へ
の
送
致
（a renvoi to sources of law

 beyond the Convention itself

）
を
含
ん
で
い
る
」
と
判
示

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
判
示
は
［
二
九
七
条
一
項
⒜
号
の
適
用
対
象
で
あ
る
］「
五
八
条
に
規
定
す
る
他
の
国
際
的
に
適
法
な
海
洋
の
利
用
」
に
関
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
五
八
条
が
適
用
さ
れ
な
い
本
件
に
は
関
係
が
な
い
。

　

そ
こ
で
次
に
、
裁
判
所
の
管
轄
権
を
基
礎
づ
け
る
他
の
根
拠
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。
既
に
認
定
し
た
よ
う
に
、
本
件
に
お
け
る
当
事
者
間
の

紛
争
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事
件
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
限
を
有
す
る
の
は
ど
ち
ら
の
当
事
者
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

同
事
件
に
関
す
る
裁
判
権
の
有
無
の
問
題
が
、
海
兵
の
免
除
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
満
足
に
（satisfactorily

）
解
答
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題

が
生
ず
る
。
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
限
の
問
題
は
、
海
兵
が
こ
の
事
件
に
つ
い
て
免
除
を
享
受
す
る
か
と
い
う
問
題
を
包
含
す
る
（encom

passes

）

が
、
前
者
の
問
題
は
後
者
の
問
題
に
よ
っ
て
確
定
的
に
答
え
ら
れ
て
し
ま
う
訳
で
は
な
い
（not conclusively answ

ered

）。
実
際
、
イ
タ
リ
ア
も

イ
ン
ド
も
、
免
除
の
他
に
、
免
除
の
問
題
と
は
関
係
の
な
い
様
々
な
議
論
を
提
起
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
免
除
の
問
題
は
、
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
検

討
を
要
す
る
様
々
な
─
─
重
要
で
は
あ
る
が
─
─
問
題
の
一
つ
の
側
面
に
過
ぎ
な
い
（one aspect out of several, albeit an im

portant one, 

that requires exam
ination in resolving the Partiesʼ dispute

）。
裁
判
権
か
ら
の
免
除
は
、
定
義
上
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
の
例
外
と
し

て
作
用
す
る
。
本
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
海
兵
が
免
除
を
享
受
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
付
随
的
に
検
討
す
る
（incidentally exam

in-

ing

）
こ
と
な
し
に
は
、
ど
ち
ら
の
当
事
者
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
完
全
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（could not provide a 

com
plete answ

er

）。
本
件
に
お
け
る
免
除
の
問
題
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
上
部
シ
レ
ジ
ア
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
利
益
事
件
に
お
い
て
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
が

使
っ
た
言
葉
で
言
え
ば
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
「
適
用
に
先
行
し
ま
た
は
付
随
す
る
問
題
（questions prelim

inary or incidental to the appli-

cation

）」
で
あ
る
。
国
連
海
洋
法
条
約
は
仲
裁
裁
判
所
が
一
般
国
際
法
上
の
免
除
の
問
題
を
独
立
し
て
審
理
す
る
（entertaining an independent 

im
m

unity claim
 under general international law

）
権
限
の
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
が
、
裁
判
所
の
管
轄
権
は
、
条
約
の
適
用
に
お
い
て
必
然

的
に
生
ず
る
付
随
的
な
問
題
（necessarily arises as an incidental question in the application of the Convention

）
と
し
て
の
免
除
の
問

題
に
も
及
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
本
件
に
お
け
る
海
兵
の
免
除
の
問
題
を
審
理
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
と
結
論
す
る
。

（
17
）

（
18
）
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（
ｂ
）
イ
タ
リ
ア
海
兵
の
事
項
的
免
除
（
八
一
二
─
八
七
四
項
）

　

五
八
条
二
項
に
よ
り
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
も
適
用
さ
れ
る
九
二
条
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
と
イ
ン
ド
は
、
事
件
に
関
係
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
船
舶
に
対
し
て
、
す

な
わ
ち
イ
タ
リ
ア
は
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
は
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
排
他
的
管
轄
権
を
も
つ
。

し
た
が
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
と
イ
ン
ド
は
、
事
件
に
関
し
て
競
合
し
て
管
轄
権
（concurrent jurisdiction

）
を
も
つ
。
同
時
に
、
国
際
法
上
十
分
に

確
立
し
た
客
観
的
属
地
主
義
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
国
は
、
自
国
領
域
の
外
で
開
始
さ
れ
自
国
領
域
内
で
完
成
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
で
き

る
（
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
）。

　

そ
こ
で
、
次
に
生
ず
る
問
題
は
、
犯
罪
の
結
果
（effects

）
─
─
二
人
の
漁
民
の
死
亡
─
─
が
発
生
し
た
場
所
で
あ
る
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の

旗
国
と
し
て
、
イ
ン
ド
が
イ
タ
リ
ア
海
兵
に
対
し
て
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
裁
判
権
は
海
兵
の
免
除
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
か
ど

う
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
当
該
海
兵
が
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事
件
に
関
し
て
事
項
的
免
除
（im

m
unity ratione m

a-

teriae

）
を
享
受
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
項
的
免
除
に
つ
い
て
明
示
的
に
規
定
す
る
条
文
は
国
連
海
洋
法
条
約
に
は
な
い

か
ら
、
慣
習
国
際
法
が
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
規
律
し
て
い
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

慣
習
国
際
法
上
、
国
家
機
関
（State officials
）
は
、
そ
の
「
公
的
行
為
（official acts

）」
ま
た
は
「
公
的
資
格
に
お
い
て
行
っ
た
行
為
（acts 

perform
ed in an official capacity

）」
に
つ
い
て
事
項
的
免
除
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
のBlaškić

事

件
判
決
や
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
刑
事
問
題
相
互
援
助
事
件
判
決
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

事
項
的
免
除
は
、
国
の
階
級
制
度
に
お
け
る
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
機
関
一
般
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
、
職
務
中
の
国
の
軍
隊
構
成
員
は
そ
れ
に

含
ま
れ
る
。［
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
Ｖ
Ｐ
Ｄ
と
し
て
乗
船
し
て
い
た
］
海
兵
は
、
イ
タ
リ
ア
海
軍
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。
当
該
海
兵
は
、
さ
ら

に
、
イ
タ
リ
ア
の
Ｖ
Ｐ
Ｄ
法
五
条
二
項
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
五
五
条
一
項
に
基
づ
き
、
司
法
警
察
職
員
（ufficiali ed agenti di polizia giudizia-

ria

）
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
海
賊
を
逮
捕
し
て
身
柄
を
拘
束
し
、
海
賊
犯
罪
に
つ
い
て
捜
査
を
行
う
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
船
舶
に

Ｖ
Ｐ
Ｄ
を
乗
船
さ
せ
る
場
合
に
船
主
は
イ
タ
リ
ア
国
防
省
に
費
用
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
費
用
の
支
払
い
は
Ｖ
Ｐ
Ｄ
に
関
す

る
標
準
的
か
つ
共
通
し
た
実
行
（a standard and com

m
on practice

）
で
あ
り
、「
海
賊
と
戦
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
際
的
活
動
の
文
脈
に
お

（
19
）

（
20
）

（
21
）
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い
て
（in the context of the international activities aim

ed at com
bating piracy

）」
設
立
さ
れ
た
Ｖ
Ｐ
Ｄ
の
一
環
と
し
て
活
動
す
る
イ
タ

リ
ア
海
軍
の
構
成
員
お
よ
び
司
法
警
察
職
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
海
兵
は
、
事
項
的
免
除
の
適
用
さ
れ
る

「
国
家
機
関
」
に
該
当
す
る
。

　

次
に
、
本
件
に
お
け
る
海
兵
の
行
為
が
、
国
家
機
関
と
し
て
の
職
務
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
外
国
の
刑
事
裁
判
権
か
ら
の
国
家
機
関
の
免
除
の
問
題
に
関
す
る
］
Ｉ
Ｌ
Ｃ
特
別
報
告
者
で
あ
っ
た
コ
ロ
ド
キ
ン
（R. K

olodkin

）
は
、
デ
ン
ザ

（Eileen D
enza

）
の
論
文
を
引
用
し
て
、［
事
項
的
免
除
に
適
用
さ
れ
る
］
正
し
い
基
準
は
帰
属
（im

putability

）
の
基
準
で
あ
り
、
問
題
と
な
る

行
為
が
国
に
帰
属
す
る
な
ら
ば
そ
の
行
為
に
は
事
項
的
免
除
が
適
用
さ
れ
る
と
述
べ
た
。
国
家
責
任
条
文
四
条
一
項
は
、
い
か
な
る
国
家
機
関
（any 

State organ

）
の
行
為
も
国
の
行
為
と
見
な
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
海
兵
は
、
イ
タ
リ
ア
軍
の
構
成
員
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
国

家
か
ら
の
命
令
に
基
づ
い
て
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
に
乗
船
し
て
い
た
。
海
兵
が
軍
艦
で
は
な
く
商
船
に
乗
船
し
て
い
た
事
実
は
、
当
該
海
兵
の
地

位
や
任
務
の
性
質
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
仮
に
当
該
海
兵
が
権
限
を
逸
脱
し
て
、
あ
る
い
は
指
揮
ま
た
は
命
令
に
反
し
て
行
動
し
た
と
し
て

も
、「
公
的
資
格
（official capacity

）」
に
お
い
て
行
っ
た
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
国
に
帰
属
す
る
（
国
家
責
任
条
文
七
条
）。

　

最
後
に
、「
法
廷
地
不
法
行
為
（territorial tort
）」
例
外
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
例
外
は
国
連
国
家
免
除
条
約
一
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

同
条
約
は
発
効
し
て
お
ら
ず
、
イ
タ
リ
ア
は
加
入
し
た
が
イ
ン
ド
は
批
准
し
て
い
な
い
。「
不
法
行
為
地
」
例
外
が
慣
習
国
際
法
に
な
っ
て
い
る
か
ど

う
か
を
措
く
と
し
て
も
、
こ
の
例
外
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
①
問
題
と
な
る
行
為
が
法
廷
地
の
領
域
内
で
行
わ
れ
、
②
問
題
と
な
る
行
為
を
行
っ
た
外

国
国
家
機
関
が
、
そ
の
行
為
を
行
っ
た
時
点
で
当
該
［
法
廷
地
］
国
の
領
域
内
に
当
該
国
の
明
示
的
な
同
意
な
し
に
所
在
し
て
い
た
場
合
だ
け
で
あ
る
。

一
九
世
紀
よ
り
前
に
は
船
舶
を
旗
国
の
領
土
と
同
一
視
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
こ
の
考
え
方
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
イ

タ
リ
ア
海
兵
は
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
の
船
上
に
い
た
の
で
あ
っ
て
イ
ン
ド
の
領
域
内
に
い
た
の
で
は
な
い
か
ら
、「
法
廷
地
不
法
行
為
」
例
外
が

適
用
さ
れ
る
場
合
に
当
た
ら
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
裁
判
所
は
、
イ
タ
リ
ア
海
兵
は
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事
件
の
際
に
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
免
除
を
享
受
す
る
の
で
、
イ
ン
ド
は

当
該
海
兵
に
対
す
る
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
結
論
す
る
。

（
22
）

（
23
）

（
24
）
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エンリカ・レクシエ号事件

（
ｃ
）
救
済
（
八
七
五
─
八
八
九
項
）

　

国
家
責
任
条
文
三
〇
条
⒜
号
に
よ
れ
ば
、
国
際
違
法
行
為
に
つ
い
て
国
家
責
任
を
負
う
国
は
、
違
反
が
継
続
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
を
停
止
す
る

義
務
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
は
海
兵
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
を
停
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

結
論
に
到
達
す
る
に
当
た
り
、
裁
判
所
は
、
イ
タ
リ
ア
が
本
手
続
中
の
様
々
な
機
会
に
、
仲
裁
判
断
が
出
た
場
合
に
は
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事

件
に
つ
い
て
の
刑
事
捜
査
を
再
開
す
る
こ
と
を
確
約
し
た
こ
と
に
留
意
す
る
。
現
段
階
で
は
、
そ
の
他
の
救
済
は
必
要
で
は
な
い
と
考
え
る
。

（
4
）
条
約
五
九
条
の
適
用
可
能
性
（
八
九
〇
─
九
一
〇
項
）

　

五
九
条
の
適
用
に
は
二
つ
の
条
件
が
あ
る
。
第
一
は
、
条
約
が
権
利
お
よ
び
管
轄
権
を
沿
岸
国
に
も
そ
の
他
の
国
に
も
帰
属
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。
第
二
は
、
沿
岸
国
と
そ
の
他
の
国
と
の
間
に
利
益
の
対
立
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
の
請
求
と
イ
ン
ド
の
反
訴

を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
裁
判
所
は
、
条
約
の
い
く
つ
か
の
規
定
（
八
七
条
一
項
、
五
八
条
二
項
、
九
二
条
、
五
六
条
な
ど
）
を
検
討
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
本
紛
争
は
、
条
約
が
沿
岸
国
に
も
そ
の
他
の
国
に
も
権
利
お
よ
び
管
轄
権
を
帰
属
さ
せ
て
い
な
い
場
合
に
当
た
ら
ず
、
五
九
条
は
適
用
さ
れ
な

い
。

3　

イ
ン
ド
の
反
訴
（
九
一
一
─
一
〇
九
一
項
）

（
1
）
条
約
第
五
部
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
お
よ
び
第
七
部
（
公
海
）（
九
一
二
─
一
〇
七
七
項
）

（
ａ
）
条
約
五
六
条
（
九
一
六
─
九
五
五
項
）

　

イ
ン
ド
は
、
イ
タ
リ
ア
海
兵
の
行
動
に
よ
っ
て
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
は
イ
ン
ド
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
漁
獲
を
行
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

イ
タ
リ
ア
は
天
然
資
源
の
探
査
・
開
発
・
保
存
・
管
理
に
関
す
る
イ
ン
ド
の
主
権
的
権
利
（
五
六
条
）
を
侵
害
し
た
と
主
張
す
る
。

　

し
か
し
、
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
海
兵
お
よ
び
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
の
乗
組
員
は
、
海
賊
か
ら
の
攻
撃
を
受
け
て
い
る
と
信
じ
て
行
動
し

た
の
で
あ
り
、
こ
の
行
動
の
適
切
さ
は
［
い
ず
れ
か
の
国
の
］
権
限
あ
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
イ
ン
ド
の
主
権
的
権
利
を
害
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す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
。
海
兵
の
行
動
は
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
が
漁
獲
を
継
続
す
る
能
力
に
影
響
を
与
え
た
と
し
て
も

そ
の
影
響
は
付
随
的
な
も
の
で
あ
り
（a m

erely incidental effect

）、
イ
ン
ド
の
主
権
的
権
利
に
対
す
る
干
渉
に
相
当
す
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
イ
ン
ド
が
も
っ
て
い
る
主
権
的
権
利
は
無
制
限
の
も
の
で
は
な
く
、
他
の
国
の
権
利
義
務
と
の
関
係
で
バ
ラ

ン
ス
を
と
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
海
賊
行
為
は
国
際
的
な
犯
罪
行
為
で
あ
り
、
す
べ
て
の
国
は
自
国
船
舶
を
海
賊
行
為
か
ら
守
る
権
利
と
義
務
を
も
っ

て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
海
兵
は
、
漁
船
と
し
て
の
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
の
で
は
な
く
、
海
賊
船
舶
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク

シ
エ
号
に
乗
り
込
も
う
と
し
て
い
る
と
の
疑
い
の
下
に
行
動
し
た
の
だ
か
ら
、
五
六
条
の
違
反
に
は
当
た
ら
な
い
。

（
ｂ
）
条
約
五
八
条
（
九
五
六
─
九
八
一
項
）

　

イ
ン
ド
は
、
イ
タ
リ
ア
が
イ
ン
ド
の
主
権
的
権
利
に
「
妥
当
な
考
慮
（due regard

）」
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
五
八
条
三
項
に
違
反
し
た

と
主
張
す
る
。

　

国
連
海
洋
法
条
約
に
お
い
て
「
妥
当
な
考
慮
」
の
概
念
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
妥
当
な
考
慮
」
と
い
う
語
の
通
常
の
意
味
は
、
あ
る
活
動
の

別
の
活
動
に
対
す
る
優
越
を
含
意
し
な
い
。
優
越
関
係
の
不
存
在
は
、
五
八
条
二
項
と
五
六
条
二
項
の
相
互
補
完
関
係
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
五
八

条
二
項
は
沿
岸
国
以
外
の
国
が
沿
岸
国
の
権
利
義
務
に
「
妥
当
な
考
慮
」
を
払
う
と
定
め
る
一
方
、
五
六
条
二
項
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
沿
岸
国
が
他
の
国
の
権

利
に
「
妥
当
な
考
慮
」
を
払
う
と
定
め
て
い
る
。「
妥
当
な
考
慮
」
条
項
の
目
的
は
、
沿
岸
国
と
そ
の
他
の
国
の
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
権
利
の
間
の
バ

ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。「
妥
当
な
考
慮
」
を
払
う
の
は
沿
岸
国
と
そ
の
他
の
国
の
双
方
の
義
務
で
あ
り
、
両
方
の
権
利
の
行
使
を
可
能
と

す
る
よ
う
な
調
和
点
を
誠
実
に
探
し
出
す
よ
う
努
力
す
る
義
務
で
あ
る
。
あ
る
学
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
義
務
は
、
沿
岸
国
以
外
の
国
が

「
沿
岸
国
の
権
利
の
行
使
に
不
当
に
干
渉
す
る

0

0

0

0

0

0

0

（unreasonably interfere
）
活
動
を
差
し
控
え
る
」
義
務
で
あ
る
［
イ
タ
リ
ッ
ク
体
原
文
］。
海
賊

行
為
か
ら
の
保
護
お
よ
び
海
賊
行
為
の
抑
止
が
イ
ン
ド
と
イ
タ
リ
ア
双
方
の
権
利
お
よ
び
義
務
で
あ
る
な
ら
ば
、
イ
タ
リ
ア
海
兵
の
行
動
が
イ
ン
ド
の

権
利
に
「
不
当
に
干
渉
」
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
イ
ン
ド
の
権
利
に
「
妥
当
な
考
慮
」
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
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エンリカ・レクシエ号事件

（
ｃ
）
国
連
海
洋
法
条
約
八
七
条
お
よ
び
九
〇
条
（
九
八
二
─
一
〇
四
三
項
）

　

イ
ン
ド
は
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
に
発
砲
し
同
船
の
航
路
を
変
更
せ
し
め
た
こ
と
に
よ
り
、
八
七
条
一
項
お
よ
び

九
〇
条
に
基
づ
く
イ
ン
ド
の
航
行
の
自
由
を
侵
害
し
た
と
主
張
す
る
。
イ
タ
リ
ア
は
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
に
関
す
る
事
件
は
イ
タ
リ
ア
が
イ
ン

ド
の
航
行
の
自
由
を
侵
害
し
よ
う
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
イ
タ
リ
ア
は
ま
た
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
は
イ
ン
ド
の
旗
を

掲
げ
て
い
な
か
っ
た
し
掲
げ
る
資
格
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
イ
ン
ド
は
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
よ
う
な
小
さ
な
漁

船
は
イ
ン
ド
の
旗
を
掲
げ
る
義
務
を
負
っ
て
お
ら
ず
、
旗
を
掲
げ
て
い
な
く
て
も
イ
ン
ド
船
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
主
張
す
る
。

（
ⅰ
）
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
地
位

　

条
約
九
一
条
は
船
舶
に
対
す
る
国
籍
付
与
の
条
件
を
定
め
る
よ
う
各
国
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
具
体
的
な
要
件
は
定
め
て
お
ら
ず
、
そ
の

点
を
各
国
の
裁
量
に
委
ね
て
い
る
。
こ
の
条
件
は
、
各
国
が
国
内
法
に
よ
り
規
律
す
る
。
船
舶
に
対
す
る
国
籍
付
与
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方

が
あ
り
、
登
録
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
イ
ン
ド
海
域
法
二
項
⒠
号
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
国
民
に
よ
り
完
全
に
所
有
さ
れ
て
い
る
船
舶
と
、

一
九
五
八
年
商
船
法
ま
た
は
そ
の
他
の
中
央
法
、
地
方
法
も
し
く
は
州
法
の
下
で
登
録
さ
れ
た
船
舶
は
、「
イ
ン
ド
船
」
で
あ
る
。
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト

ニ
ー
号
は
、
一
人
の
イ
ン
ド
国
民
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
お
り
、
一
九
八
三
年T

am
il N

adu

海
洋
漁
業
規
制
法
お
よ
び
一
九
七
二
年
海
産
物
輸
出
開
発

権
限
法
に
基
づ
き
登
録
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
は
イ
ン
ド
船
で
あ
る
。

（
ⅱ
）
一
九
五
八
年
イ
ン
ド
商
船
法
に
基
づ
く
登
録
免
除
の
帰
結

　

イ
ン
ド
は
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
が
一
九
五
八
年
商
船
法
に
基
づ
く
登
録
を
免
除
さ
れ
た
の
は
、
条
約
九
四
条
二
項
に
基
づ
く
も
の
だ
と
主
張

し
た
。
条
約
九
四
条
二
項
は
、「
い
ず
れ
の
国
も
、
特
に
次
の
こ
と
を
行
う
。
⒜
自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
の
名
称
及
び
特
徴
を
記
載
し
た
登
録
簿
を

保
持
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
船
舶
が
小
さ
い
た
め
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
国
際
的
な
規
則
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
」
と
定
め
る
。
九
四
条
二
項
は
、
面
倒
な
登
録
要
件
か
ら
小
さ
な
船
舶
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。
国
と
船
舶
と
の
間
に
管
轄
の
連
関
が
あ
る

か
ど
う
か
は
、
船
舶
が
そ
の
国
の
国
籍
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
船
舶
が
登
録
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
か
、
旗
を

掲
げ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
い
。
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（
ⅲ
）
一
九
五
八
年
イ
ン
ド
商
船
法
に
基
づ
き
登
録
さ
れ
て
い
な
い
小
船
舶
に
よ
る
公
海
自
由
の
行
使

　

イ
ン
ド
で
は
、
一
九
五
八
年
商
船
法
に
基
づ
き
登
録
を
し
た
船
舶
は
イ
ン
ド
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
自
動
的
に
取
得
す
る
が
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト

ニ
ー
号
の
登
録
の
根
拠
と
な
っ
た
法
令
で
は
明
示
的
に
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
条
約
九
四
条
二
項
で
登
録
を
免
除
さ
れ
た
小
船
舶
が
八

七
条
に
基
づ
く
航
行
の
自
由
を
有
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
航
行
の
自
由
の
享
受
は
、
登
録
で
は
な
く
、
国
籍
付
与
と
密
接
に

結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
は
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
旗
国
と
し
て
、
条
約
に
基
づ
く
航
行
の
自
由
を
有
す
る
。

（
ⅳ
）
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
の
行
動
の
検
討

　

裁
判
所
は
次
に
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
の
行
動
が
航
行
の
自
由
を
定
め
る
条
約
八
七
条
お
よ
び
九
〇
条
に
違
反
す
る
か
ど

う
か
を
検
討
す
る
。
航
行
自
由
の
侵
害
の
概
念
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
検
討
し
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
の
と
同
じ
基
準
が
こ
こ
で
も
適
用
さ
れ

る
。
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
け
ば
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
が
航
路
を
変
更
し
て
岸
に
戻
っ
た
の
は
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
か
ら
の
発
砲
が
原

因
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
航
行
に
対
す
る
物
理
的
な
干
渉
に
当
た
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
イ
タ
リ
ア
が

八
七
条
一
項
⒜
号
お
よ
び
九
〇
条
に
違
反
し
た
と
結
論
す
る
。

（
ｄ
）
八
八
条
（
一
〇
四
四
─
一
〇
七
七
項
）

　

八
八
条
は
、「
公
海
は
、
平
和
的
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
る
。
イ
ン
ド
は
、
イ
タ
リ
ア
海
兵
に
よ
る
武
力
行
使
は
「
正

当
化
さ
れ
な
い
過
度
な
も
の
」
で
あ
り
、
三
〇
一
条
と
併
せ
読
ん
だ
八
八
条
に
違
反
す
る
と
主
張
す
る
。

　

八
八
条
は
、
公
海
は
平
和
的
目
的
の
た
め
に
の
み
利
用
で
き
る
と
の
一
般
原
則
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
三
〇
一
条
に
よ
っ
て
も
確
認

さ
れ
る
。
三
〇
一
条
は
、「
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
し
及
び
義
務
を
履
行
す
る
に
当
た
り
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行

使
を
、
い
か
な
る
国
の
領
土
保
全
又
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
も
の
も
、
ま
た
、
国
際
連
合
憲
章
に
規
定
す
る
国
際
法
の
諸
原
則
と
両
立
し
な
い
他
の

い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
三
〇
一
条
は
、
八
八
条
を
解
釈
す
る
際
の
指
針
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き

る
。
三
〇
一
条
は
国
連
憲
章
二
条
四
項
に
由
来
す
る
（is draw

n from

）。
国
連
憲
章
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
武
力
の
行
使
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で

（
25
）
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は
な
い
。
こ
れ
は
、
三
〇
一
条
が
公
海
上
に
お
け
る
武
力
の
行
使
を
完
全
に
禁
止
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
国
連
海
洋
法
条
約
の
海

賊
行
為
関
連
規
定
か
ら
は
、
す
べ
て
の
国
が
自
国
船
舶
を
海
賊
攻
撃
か
ら
守
る
た
め
に
同
条
約
お
よ
び
国
連
憲
章
と
両
立
す
る
執
行
措
置
を
含
む
必
要

な
措
置
を
と
れ
る
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
措
置
が
八
八
条
に
違
反
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
自
国
船
舶
に

Ｖ
Ｐ
Ｄ
や
民
間
の
武
装
警
備
要
員
を
乗
り
込
ま
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
適
当
な
措
置
を
と
る
旗
国
の
努
力
を
称
賛
し
た
国
連
安
全
保
障
理
事

会
決
議
二
〇
七
七
（
二
〇
一
二
）
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
本
件
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
海
兵
は
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
を
防
護
す
る
た
め
に
同

船
に
乗
り
込
ん
で
お
り
、
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事
件
で
は
同
船
が
海
賊
攻
撃
を
受
け
て
い
る
と
の
認
識
の
下
に
行
動
し
た
の
だ
か
ら
、
イ
タ
リ

ア
は
八
八
条
に
違
反
し
て
い
な
い
。

（
2
）
救
済
（
一
〇
七
八
─
一
〇
九
〇
項
）

　

裁
判
所
は
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
航
行
に
干
渉
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
が
八
七
条
一
項
お
よ
び
九
〇
条
に
違
反
し
た
と
判
示
し
た
の

で
、
次
に
、
こ
の
違
法
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
国
家
責
任
条
文
に
法
典
化
さ
れ
た
慣
習
国
際
法
に
よ
れ
ば
、「
責
任
を
負
う
国

は
、
国
際
違
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
侵
害
に
つ
い
て
完
全
な
賠
償
を
行
う
義
務
を
負
う
」。

　

賠
償
の
問
題
は
必
要
で
あ
れ
ば
手
続
の
後
の
段
階
で
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
当
事
者
は
合
意
し
て
い
る
が
、
裁
判
所
は
次
の
こ

と
を
述
べ
て
お
く
の
が
適
当
だ
と
考
え
る
。
イ
タ
リ
ア
の
違
法
行
為
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
が
被
っ
た
侵
害
は
、
次
の
二
つ
か
ら
な
る
。
第
一
に
、
イ
タ
リ

ア
に
よ
る
航
行
の
自
由
の
侵
害
は
物
質
的
損
害
を
伴
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
被
害
国
は
十
分
な
賠
償
を
受
け
取
る
権
利
を
有
す
る
。

こ
の
よ
う
な
侵
害
に
つ
い
て
の
賠
償
は
、
原
状
回
復
ま
た
は
金
銭
賠
償
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
満
足
の
形
式
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
本

仲
裁
判
断
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
が
八
七
条
一
項
⒜
号
お
よ
び
九
〇
条
に
違
反
し
た
と
判
示
し
た
こ
と
は
、
イ
ン
ド
に
と
っ
て
の
十
分
な
満
足
を
構
成
す

る
。
第
二
に
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
に
対
す
る
発
砲
は
八
七
条
一
項
⒜
号
お
よ
び
九
〇
条
の
違
反
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
乗
組
員
の
生
命
の
喪

失
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
財
産
（
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
自
体
を
含
む
）
に
対
す
る
物
質
的
損
害
お
よ
び
乗
組
員
に
対
す
る
精
神
的
損
害
が

発
生
し
た
。
こ
れ
ら
の
損
害
に
つ
い
て
原
状
回
復
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
イ
ン
ド
は
金
銭
賠
償
の
支
払
い
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
金
銭
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賠
償
の
額
に
つ
い
て
は
当
事
者
が
協
議
し
て
合
意
に
至
る
べ
き
で
あ
る
が
、
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
申
し
立
て
る
場
合
に
は
、
本
仲
裁
裁
判
所

は
、
賠
償
額
の
算
定
に
つ
い
て
管
轄
権
を
保
持
す
る
。
本
仲
裁
判
断
か
ら
一
年
以
内
に
申
立
て
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
手
続
は
終
了
す
る
。

4　

主
文
（
一
〇
九
四
項
）

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
仲
裁
裁
判
所
は
、

Ａ　

管
轄
権
お
よ
び
受
理
可
能
性
に
関
し
て
、

①　

イ
タ
リ
ア
の
申
立
⑴
お
よ
び
イ
ン
ド
の
申
立
⑴
に
関
し
て
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
お
よ
び
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
が
関
わ
っ
た
二
〇
一

二
年
二
月
一
五
日
の
事
件
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
を
も
つ
の
は
ど
の
国
で
あ
る
か
に
つ
い
て
当
事
者
の
間
に
紛
争
が
存
在
し
、
こ

の
紛
争
は
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
ま
た
は
適
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
（
四
対
一
）、

②　

申
立
事
項

（1.a）
に
関
し
て
イ
ン
ド
が
提
起
し
た
抗
弁
に
関
す
る
判
断
を
留
保
し
た
上
で
、
仲
裁
裁
判
所
は
紛
争
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
と
判

示
し
（
四
対
一
）、

③　

イ
ン
ド
の
反
訴
は
受
理
可
能
で
あ
る
と
判
示
し
（
全
員
一
致
）

④　

イ
タ
リ
ア
の
請
求
⑵
⒡
に
関
し
て
、
条
約
二
条
三
項
、
五
六
条
二
項
お
よ
び
五
八
条
二
項
は
本
件
に
関
連
せ
ず
適
用
さ
れ
な
い
と
判
示
し
（
三

対
二
）、

⑤　

イ
タ
リ
ア
の
申
立
⑵
⒡
お
よ
び
イ
ン
ド
の
申
立

（1.a）
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
海
兵
の
免
除
の
問
題
を
扱
う
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
示
し
（
三
対

二
）、

⑥　

イ
ン
ド
の
申
立

（1.a）
に
関
し
て
、
イ
ン
ド
の
一
九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
の
国
連
海
洋
法
条
約
と
の
適
合
性
の
問
題
を
検
討
す

る
必
要
は
な
い
と
判
示
し
（
全
員
一
致
）、

Ｂ　

紛
争
の
本
案
に
関
し
て
、

①　

イ
タ
リ
ア
の
申
立
⑵
⒝
─
⒠
お
よ
び
⒢
に
関
し
て
、
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ａ
．
イ
ン
ド
は
条
約
八
七
条
一
項
⒜
号
に
違
反
し
て
行
動
し
な
か
っ
た
、

ｂ
．
イ
ン
ド
は
条
約
九
二
条
一
項
に
違
反
し
な
か
っ
た
、

ｃ
．
条
約
九
七
条
一
項
お
よ
び
三
項
は
本
件
に
適
用
さ
れ
な
い
、

ｄ
．
イ
ン
ド
は
一
〇
〇
条
お
よ
び
三
〇
〇
条
に
違
反
し
な
か
っ
た
、

と
判
示
し
（
全
員
一
致
）、

②　

イ
タ
リ
ア
の
申
立
て
⑵
⒡
に
関
し
て
、
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事
件
に
関
し
て
海
兵
は
免
除
を
享
受
し
、
イ
ン
ド
は
当
該
海
兵
に
対
し
て

裁
判
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
（
三
対
二
）、

③　

イ
タ
リ
ア
の
申
立
⑶
⒜
お
よ
び
⒞
に
関
し
て
、
二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
の
事
件
に
つ
い
て
刑
事
手
続
を
再
開
す
る
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
確
約

に
留
意
し
て
、
イ
ン
ド
は
海
兵
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
を
停
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
（
三

対
二
）、

④　

イ
ン
ド
の
申
立
⑷
、
⑸
お
よ
び
⑺
に
関
し
て
、

ａ
．
イ
タ
リ
ア
は
条
約
五
六
条
に
基
づ
く
イ
ン
ド
の
主
権
的
権
利
を
侵
害
し
な
か
っ
た
（
三
対
二
）、

ｂ
．
イ
タ
リ
ア
は
条
約
五
八
条
三
項
に
違
反
し
な
か
っ
た
（
三
対
二
）、

ｃ
．
イ
タ
リ
ア
は
条
約
八
八
条
に
基
づ
く
イ
ン
ド
の
権
利
を
侵
害
し
な
か
っ
た
（
全
員
一
致
）、

と
判
示
し
、

⑤　

イ
ン
ド
の
申
立
⑹
に
関
し
て
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
航
行
に
干
渉
す
る
こ
と
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
は
条
約
八
七
条
一
項
⒜
号
お
よ
び
九
〇

条
に
違
反
し
た
と
判
示
し
（
全
員
一
致
）、

⑥　

イ
ン
ド
の
申
立
⑻
に
関
し
て
、

ａ
．
本
仲
裁
判
断
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
が
条
約
八
七
条
一
項
⒜
号
お
よ
び
九
〇
条
に
違
反
し
た
と
判
示
し
た
こ
と
が
イ
ン
ド
の
非
物
質
的
損
害
に

つ
い
て
の
十
分
な
満
足
を
構
成
し
、
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ｂ
．　

イ
ン
ド
は
、
生
命
の
喪
失
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
財
産
（
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
自
体
を
含
む
）
に
対
す
る
物
質
的
損
害
、
お

よ
び
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
船
長
そ
の
他
の
乗
組
員
が
被
っ
た
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
金
銭
賠
償
の
支
払
い
を
得
る
権
利
を
有
し
、

ｃ
．　

金
銭
賠
償
の
額
に
つ
い
て
合
意
に
到
達
す
る
た
め
に
当
事
者
は
協
議
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、

ｄ
．　

当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
賠
償
額
の
算
定
に
つ
い
て
仲
裁
裁
判
所
の
裁
定
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
管
轄
権
を
保
持
し
、

手
続
の
予
定
表
を
定
め
る
も
の
と
し
、
本
仲
裁
判
断
か
ら
一
年
以
内
に
そ
の
よ
う
な
申
請
が
な
い
場
合
に
は
手
続
は
終
了
す
る

と
判
示
し
（
全
員
一
致
）、

Ｃ　

手
続
の
費
用
は
各
当
事
者
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
決
定
す
る
。

四　

解
説

1　

国
連
海
洋
法
条
約
二
八
七
条
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権

（
1
）
問
題
の
所
在

　

国
連
海
洋
法
条
約
二
八
八
条
一
項
は
、
二
八
七
条
に
規
定
す
る
裁
判
所
（
以
下
、「
国
連
海
洋
法
条
約
二
八
七
条
裁
判
所
」
と
い
う
）
─
─
⒜
Ｉ
Ｔ

Ｌ
Ｏ
Ｓ
、
⒝
Ｉ
Ｃ
Ｊ
、
⒞
附
属
書
Ⅶ
に
基
づ
き
組
織
さ
れ
る
仲
裁
裁
判
所
、
⒟
附
属
書
Ⅷ
に
基
づ
き
組
織
さ
れ
る
特
別
仲
裁
裁
判
所
の
四
裁
判
所
─
─

の
事
項
的
管
轄
権
の
範
囲
を
定
め
る
規
定
で
あ
り
、「
前
条
に
規
定
す
る
裁
判
所
は
、
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
で
あ
っ
て
こ
の
部

の
規
定
に
従
っ
て
付
託
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
」
と
定
め
る
。

　

国
連
海
洋
法
条
約
の
紛
争
解
決
条
項
を
根
拠
に
し
て
同
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
紛
争
─
─
正
確
に
言
え
ば
、
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
紛
争
が

本
当
に
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
紛
争
と
言
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
り
得
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
紛
争
だ
と
主
張
さ
れ
る
紛
争

─
─
が
国
連
海
洋
法
条
約
二
八
七
条
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
紛
争
に
関
連
し
ま
た
は
付
随
し
て
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
外0

に
あ
る
論
点

が
裁
判
上
の
争
点
に
な
る
（
あ
る
い
は
争
点
に
な
り
得
る
）
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
裁
判
所
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
外
に
あ
る
争
点

に
つ
い
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
と
同
じ
問
題
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
限
ら
ず
、
条
約
の
「
解
釈
又
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は
適
用
に
関
す
る
紛
争
」
に
つ
い
て
裁
判
所
の
管
轄
権
を
定
め
る
他
の
条
約
の
場
合
に
も
生
ず
る
。

（
2
）
従
来
の
判
例

　

国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
・
適
用
問
題
に
付
随
し
て
、
ま
た
は
そ
の
問
題
の
判
断
に
先
行
し
て
、
国
連

海
洋
法
条
約
の
外
の
問
題
が
裁
判
上
の
争
点
に
な
っ
た
（
あ
る
い
は
な
り
得
た
）
最
近
の
裁
判
例
と
、
そ

こ
で
問
題
と
な
っ
た
争
点
を
整
理
す
る
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
四
つ
の
事
件
で
紛
争

が
付
託
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
も
、
国
連
海
洋
法
条
約
二
八
七
条
お
よ
び
附
属
書
Ⅶ
に
基
づ
き
設
置

さ
れ
た
仲
裁
裁
判
所
で
あ
る
。

　

裁
判
所
は
、
南
シ
ナ
海
事
件
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
対
中
国
）
で
は
、
①
と
②
と
を
切
り
離
し
、
②
に
つ
い
て

だ
け
判
断
し
た
。
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
海
洋
保
護
区
事
件
（
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
対
英
国
）
と
沿
岸
国
権
利
事
件

（
黒
海
、
ア
ゾ
フ
海
お
よ
び
ケ
ル
チ
海
峡
に
お
け
る
沿
岸
国
の
権
利
事
件
）（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
対
ロ
シ
ア
）

で
は
、
①
は
②
に
論
理
的
に
先
行
す
る
問
題
で
あ
っ
て
①
を
判
断
す
る
こ
と
な
し
に
②
を
判
断
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
か
つ
、
②
で
は
な
く
①
が
紛
争
の
核
心
で
あ
る
と
の
理
由
に
よ
り
、
①
に
つ
い
て
も
②
に
つ

い
て
も
判
断
し
な
か
っ
た
。
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
で
は
、
①
は
②
に
付
随
す
る
問
題
で
あ
る
と

の
理
由
で
、
①
に
つ
い
て
も
②
に
つ
い
て
も
判
断
し
た
。

　

こ
れ
ら
四
事
件
で
裁
判
所
が
出
し
た
結
論
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
ま
た
、
理
由
づ
け
の
中
で
用
い
て
い

る
文
言
も
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
る
が
、
判
断
枠
組
み
自
体
は

0

0

0

0

0

0

0

0

共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
判

断
枠
組
み
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

（
ⅰ
）
紛
争
の
性
質
決
定
（characterisation of the dispute

）
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
表
1
の
①

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）
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　表 1

①国連海洋法条約の外の問題 ②国連海洋法条約の解釈・適用問題

チャゴス諸島海洋保護
区事件（2015年）

チャゴス諸島に対する領土
権

英国は海洋保護区を設定する権利をもつ「沿
岸国」か（国連海洋法条約2, 55, 56, 76条）

南シナ海事件（2015年） 南シナ海の岩礁に対する領
土権

岩礁の海洋法上の地位（国連海洋法条約13, 
121条）

沿岸国権利事件（2020
年）

クリミアに対する領土権 沿岸国としてのウクライナの権利（国連海洋
法条約2, 56, 77条等）の侵害

エンリカ・レクシエ号
事件（2020年）

海兵の事項的免除 公海上で行われた犯罪に対する刑事裁判権
（国連海洋法条約92条）
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と
②
と
を
比
較
し
て
、
紛
争
全
体
に
お
け
る
「
相
対
的
な
重
み
（relative w

eight

）」
が
①
と
②
ど
ち
ら
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
紛
争
の

「
核
心
（core

）」
な
い
し
「
真
の
争
点
（real issue

）」
が
ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
を
決
定
す
る
。「
相
対
的
な
重
み
」
や
「
核
心
」
が
②
に

あ
る
紛
争
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
紛
争
と
性
質
決
定
さ
れ
る
。

（
ⅱ
）
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
紛
争
と
性
質
決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
は
、「
当
該
紛
争
を
解
決
す

る
の
に
必
要
な
付
随
的
な
法
の
決
定
（ancillary determ

ination of law
 as are necessary to resolve the dispute

）」
な
い
し

「［
国
連
海
洋
法
］
条
約
の
適
用
に
先
行
し
ま
た
は
付
随
す
る
問
題
（questions prelim

inary or incidental to the application of 

the Convention
）」
に
も
及
ぶ
。

　
（
ｉ
）
は
「
性
質
決
定
ア
プ
ロ
ー
チ
（the characterisation approach

）」
と
、（
ⅱ
）
は
「
付
随
的
問
題
の
法
理
（the doctrine of incidental 

question

）」
と
呼
ば
れ
る
。
順
番
と
し
て
は
、（
ｉ
）
で
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
紛
争
と
性
質
決
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
ま
ず
は

検
討
し
、
そ
れ
に
肯
定
的
に
答
え
ら
れ
た
場
合
に
は
次
に
（
ⅱ
）
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

国
際
裁
判
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
管
轄
権
は
紛
争
当
事
国
の
同
意
に
基
づ
く
。「
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
」
を
裁
判
所
に
付
託

す
る
と
定
め
る
条
項
を
含
む
条
約
の
当
事
国
は
、
そ
の
よ
う
な
条
項
を
含
む
条
約
の
当
事
国
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
の
管
轄
権
に
事
前
に
同
意

し
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
意
し
た
の
は
あ
く
ま
で
も
「
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
」
に
つ
い
て
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
に

付
託
さ
れ
た
紛
争
が
本
当
に
「
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
」
な
の
か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
の
判
断
の
仕

方
と
し
て
は
、
付
託
さ
れ
た
紛
争
の
中
に
当
該
条
約
の
解
釈
・
適
用
問
題
が
含
ま
れ
て
さ
え
い
れ
ば
裁
判
所
が
管
轄
権
を
も
つ
と
い
う
考
え
方
も
あ
り

得
る
が
、
国
連
海
洋
法
条
約
二
八
七
条
裁
判
所
の
最
近
の
判
例
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
紛
争
全
体
に
占
め
る
国
連
海
洋

法
条
約
の
解
釈
・
適
用
問
題
の
「
相
対
的
な
重
み
」
を
検
討
し
て
、
付
託
さ
れ
た
紛
争
が
「
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
」
と
性
質
決

定
で
き
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
と
い
う
の
が
最
近
の
判
例
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
（
性
質
決
定
ア
プ
ロ
ー
チ
）。

　

付
随
的
問
題
の
法
理
と
は
、「
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
」
に
「
付
随
す
る
」
問
題
で
あ
れ
ば
、
そ
の
問
題
が
当
該
条
約
の
外0

に

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）
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あ
る
問
題
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
の
管
轄
権
が
そ
の
問
題
に
対
し
て
拡
張
的
に
及
ぶ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
法
理
を
採
用
し
た
先
例
と
し
て
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
領
上
部
シ
レ
ジ
ア
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
権
利
事
件
に
関
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
判
決
（
一
九
二
五
年
）
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
件

で
裁
判
所
の
管
轄
権
の
根
拠
に
な
っ
た
の
は
、
上
部
シ
レ
ジ
ア
に
関
す
る
一
九
二
三
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
二
三
条
で
あ
り
、
同
条
は
、
同
条
約
六
条
か

ら
二
二
条
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
関
す
る
ド
イ
ツ
政
府
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
と
の
間
の
紛
争
は
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
に
付
託
す
る
と
定
め
て
い
た
。
条
約
六
条
は
、

「
ド
イ
ツ
国
民
（ressortissants allem

ands

）
…
…
の
財
産
、
権
利
お
よ
び
利
益
」
は
こ
の
条
約
が
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
上
部
シ
レ
ジ
ア
に
お

い
て
接
収
（liquidés
）
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
お
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
上
部
シ
レ
ジ
ア
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
と
っ
た
措
置
が
こ
の
規
定
に

違
反
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
る
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
財
産
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
二
五
六
条
─
─

ド
イ
ツ
が
割
譲
す
る
地
域
に
あ
る
ド
イ
ツ
の
国
有
財
産
は
そ
の
地
域
の
割
譲
を
受
け
る
国
に
移
転
す
る
と
い
う
規
定
─
─
に
よ
り
ド
イ
ツ
国
家
か
ら

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
に
移
転
し
た
財
産
で
あ
り
、「
ド
イ
ツ
国
民
の
」
財
産
で
は
な
い
か
ら
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
。

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
は
、
裁
判
所
の
管
轄
権
を
基
礎
づ
け
る
条
約
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
）
の
外
に
あ
る
問
題
（
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
二
五
六
条
の
解
釈
・
適
用
問

題
）
に
も
裁
判
所
の
管
轄
権
が
及
ぶ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
適
用
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
二
五
六
条
お
よ
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
援
用
し
た
そ
の
他
の
国
際
条
約
の
解
釈
を
し
な
い
限
り
、

ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
適
用
に
先
行
し
、
ま
た
は
付
随
す
る
（questions préalables 

ou incidentantes à lʼapplication de la Convention de Genève

）
問
題
に
過
ぎ
な
い
。［
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
以
外
の
］
他
の
国
際
条
約
の

解
釈
は
、
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
問
題
の
決
定
に
付
随
す
る
（incidente

）
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲

内
に
入
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

　

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
こ
の
判
事
事
項
は
、
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
海
洋
保
護
区
事
件
仲
裁
判
断
や
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
仲
裁
判
断
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
裁
判

所
の
管
轄
権
の
基
礎
と
な
る
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
「
付
随
す
る
」
問
題
な
ら
ば
当
該
条
約
の
外
の
問
題
で
あ
っ
て
も
裁
判
所
の
管
轄
権
が
及
ぶ
理
由

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（阪大法学）71（1-247）　247 〔2021. 5 〕



判 例 研 究

は
判
例
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
あ
る
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
裁
判
所
の
管
轄
権
に
同
意
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
紛
争
を
裁
判
す
る
際
に
必
然
的
か
つ
付
随
的
に
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
─
─
そ
れ
を
判
断
し
な
け
れ
ば
当
該
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す

る
紛
争
を
裁
判
で
き
な
い
─
─
問
題
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
当
該
条
約
の
外
の
問
題
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
が
そ
の
問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
条
約
当
事
国
は
暗
黙
的
に
同
意
し
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
本
仲
裁
判
断
の
位
置
づ
け

　

エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
仲
裁
判
断
は
、
管
轄
権
に
関
す
る
判
断
を
す
る
文
脈
で
は
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
事
件
や
沿
岸
国
権
利
事
件
を
引
用
し
て
お

ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
先
例
で
用
い
ら
れ
た
表
現
（「
相
対
的
な
重
み
（relative w

eight

）、「
付
随
的
な
法
の
決
定
（ancillary determ

ination 

of law

）」
な
ど
）
も
使
っ
て
い
な
い
。
二
箇
所
に
分
け
て
行
っ
た
管
轄
権
に
関
す
る
判
断
（
本
稿
三
1
（
1
）
と
三
2
（
3
）（
ａ
））
の
相
互
関
係

も
わ
か
り
に
く
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
管
轄
権
に
関
す
る
判
断
の
う
ち
前
半
部
分
（
仲
裁
判
断
二
三
一
─
二
四
一
項
）
で
は
、
紛
争
の
性
質
決
定

を
行
っ
て
本
紛
争
は
「
主
と
し
て
免
除
に
関
わ
る
紛
争
（one prim

arily relating to im
m

unity

）」
で
は
な
く
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
・
適
用

に
関
す
る
紛
争
だ
と
判
示
し
た
上
で
、
後
半
部
分
（
七
三
三
─
八
一
一
項
）
で
は
、
こ
の
紛
争
に
付
随
す
る
問
題
で
あ
る
免
除
の
問
題
に
も
裁
判
所
の

管
轄
権
が
及
ぶ
と
判
示
し
た
。
つ
ま
り
、
本
仲
裁
判
断
は
、
判
断
の
枠
組
み
と
し
て
は
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
海
洋
保
護
区
事
件
以
来
の
先
例
と
同
じ
枠
組
み

を
採
用
し
た
と
評
価
で
き
る
（
前
半
部
分
は
性
質
決
定
ア
プ
ロ
ー
チ
、
後
半
部
分
は
付
随
的
問
題
の
法
理
）。

　

性
質
決
定
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
判
例
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
（
先
例
上
の
根
拠
が
な
い
）
と
か
、
紛
争
の
相
対
的
な
重
み
を
判
断
す
る

と
い
う
の
は
主
観
的
な
判
断
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
な
ど
と
言
わ
れ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
よ
い
か
悪
い
か
は
と
も
か
く
、
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島

海
洋
保
護
区
事
件
以
降
の
海
洋
法
条
約
二
八
七
条
裁
判
所
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
お
り
、
海
洋
法
条
約
二
八
八
条
一
項
に
関
す
る
判
例
と
し

て
は
確
立
し
つ
つ
あ
る
と
も
言
え
る
。
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
で
管
轄
権
に
関
す
る
多
数
意
見
の
結
論
に
反
対
し
た
仲
裁
人
ら
も
、
性
質
決
定

ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
に
反
対
す
る
の
で
は
な
く
、
多
数
意
見
が
本
件
紛
争
の
性
質
決
定
を
誤
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
多
数
意
見
を
批
判
し
て
お
り
、
む
し

ろ
性
質
決
定
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
。

（
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付
随
的
問
題
の
法
理
の
適
用
上
必
要
な
連
関
の
程
度
は
、
本
稿
二
四
五
頁
の
表
1
の
①
が
②
に
論
理
的
に
先
行
し
（prelim

inary to; a prerequi-

site to

）、
①
を
判
断
す
る
こ
と
な
し
に
②
を
判
断
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
ほ
ど
に
密
接
な
連
関
で
あ
る
場
合
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
上
部
シ

レ
ジ
ア
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
利
益
事
件
、
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
海
洋
保
護
区
事
件
、
沿
岸
国
権
利
事
件
）
も
あ
る
が
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
に

お
い
て
そ
の
よ
う
な
密
接
な
連
関
は
な
か
っ
た
。
本
件
に
お
い
て
、
免
除
の
問
題
を
検
討
せ
ず
に
イ
ン
ド
に
よ
る
裁
判
権
行
使
の
海
洋
法
条
約
九
二
条

適
合
性
だ
け
を
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る

0

0

0

0

0

0

。
し
か
し
、
仲
裁
裁
判
所
は
、
免
除
の
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
本
紛
争
の
争
点
に
「
満
足
に
答
え

ら
れ
（satisfactorily answ

ered

）」
な
い
、
あ
る
い
は
「
完
全
な
答
え
（a com

plete answ
er

）」
を
提
示
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
①
の
問
題

に
つ
い
て
も
「
付
随
的
に
」
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、
本
仲
裁
判
断
は
、
付
随
的
問
題
の
法
理
の
適
用
上
必
要
な
「
付
随
的
連
関
」
の
範
囲
を
、
従
来
の

判
例
よ
り
も
拡
大
し
た
と
言
え
る
。

2　

公
海
に
お
け
る
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
（
旗
国
主
義
）
の
原
則

（
1
）
問
題
の
所
在

　

国
連
海
洋
法
条
約
九
二
条
一
項
は
、「
船
舶
は
、
一
の
国
の
み
の
旗
を
掲
げ
て
航
行
す
る
も
の
と
し
、
国
際
条
約
又
は
こ
の
条
約
に
明
文
の
規
定
が

あ
る
特
別
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
海
に
お
い
て
そ
の
国
の
排
他
的
管
轄
権
（its exclusive jurisdiction

）
に
服
す
る
」
と
規
定
す
る
。
公
海
上
の

船
舶
に
対
す
る
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
（
旗
国
主
義
）
の
原
則
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
と
い
う
条
約
上
の
原
則
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
慣
習
国
際
法
上
の
原
則
で
も
あ
る
。

　

公
海
上
の
船
舶
に
対
し
て
旗
国
が
排
他
的
に
有
す
る
「
管
轄
権
」
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
執
行
管
轄
権
（enforcem

ent jurisdiction

）
の
み
を
含

む
の
か
、
そ
れ
に
加
え
て
規
律
管
轄
権
（prescriptive jurisdiction

）
を
含
む
の
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ギ
ル
フ
ォ
イ

ル
（D

ouglas Guilfoyle

）
は
、
公
海
上
の
船
舶
に
対
す
る
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原
則
が
禁
止
す
る
の
は
公
海
上
の
外
国
船
舶
に
対
す
る
執
行
管

轄
権
の
行
使
で
あ
っ
て
、
公
海
上
の
船
舶
で
行
わ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
旗
国
以
外
の
国
が
規
律
管
轄
権
を
及
ぼ
す
こ
と
を
排
除
し
な
い
と
述
べ
て
い
る

（
ギ
ル
フ
ォ
イ
ル
の
こ
の
見
解
は
、
後
述
す
る
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
に
付
さ
れ
た
七
裁
判
官
共
同
反
対
意
見
（
本
稿
二
五
四
頁
参

（
44
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
50
）

（
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）

（
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）
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照
）
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
）。
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
際
、
ギ
ル
フ
ォ
イ
ル
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。
実
際
、

ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
は
、「
い
か
な
る
国
も
［
公
海
上
の
］
外
国
船
舶
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
管
轄
行
為
も
（des actes de juridiction 

quelconques

）
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
そ
の
例
と
し
て
、
公
海
上
で
衝
突
事
故
を
起
こ
し
た
外
国
船
舶
へ
の
乗
船
検
査
や
証
拠
の
押
収

を
挙
げ
た
後
、「
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
国
が
、
公
海
上
の
外
国
船
舶
で
行
わ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
、
自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
裁
判
権
（une juri-

diction

）
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
」
と
判
示
し
た
［
傍
線
引
用
者
］。
傍
線
を
引
い
た
二
箇
所
で
は
い
ず
れ
も
「juridiction

」
と
い
う

同
じ
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
引
用
文
の
前
半
部
分
と
後
半
部
分
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
前
半
部
分
で
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
行
為
の
内
容
（
乗
船
検
査
と
証
拠
の
押
収
）
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
前
半
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
外
国
船
舶
に
対
し
て
公
海
上

0

0

0

で
執
行
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
後
半
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
外
国
船
舶
が
公
海
上
で
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

別
の
国
が
自
国
領

域
内
で
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
＝
公
海
上
で
行
わ
れ
た
行
為
へ
の
規
律
管
轄
権
の
拡
張
）
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
は
、
公
海
上

の
船
舶
に
対
し
て
旗
国
が
排
他
的
に
有
し
て
い
る
「
管
轄
権
」
と
は
執
行
管
轄
権
の
こ
と
だ
と
判
示
し
た
、
と
い
う
の
が
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
の

素
直
な
読
み
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

他
方
、
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
は
、
二
〇
一
九
年
の
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
に
お
い
て
、
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原
則
は
「
公
海
上
に
お
け
る
旗
国
以
外

の
国
に
よ
る
執
行
管
轄
権
の
行
使
だ
け
で
な
く
、
公
海
上
の
外
国
船
舶
に
よ
り
行
わ
れ
た
合
法
的
な
活
動
（law

ful activities

）
に
対
す
る
規
律
管

0

0

0

轄
権
の
拡
張
を
も
禁
止
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
判
示
し
た
［
傍
点
引
用
者
］。
こ
の
判
事
事
項
は
、
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
の
右
判
事
事
項
を
覆
す
も
の
で
あ
る

よ
う
に
見
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
仲
裁
判
断
は
、
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
の
右
判
事
事
項
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
一
方
、
本
件
に
お
け

る
イ
ン
ド
の
刑
事
裁
判
権
行
使
が
国
連
海
洋
法
条
約
に
違
反
し
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
に
当
た
っ
て
、
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
と
同
じ
構
成
─
─

公
海
上
の
Ｘ
国
船
で
開
始
さ
れ
Ｙ
国
船
で
完
成
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
Ｙ
国
が
刑
事
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
構
成
（
客
観
的
属
地
主
義
）
─
─

を
採
用
し
、
脚
注
で
は
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
仲
裁
判
断
は
、
一
見
し
た
と
こ

ろ
相
互
に
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
と
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
の
両
方
を
引
用
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
否
定
し
て
い

（
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）
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な
い
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
。

（
2
）
先
例
の
相
互
関
係

　

ま
ず
は
、
三
つ
の
先
例
の
概
要
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
（
表
2
参
照
）。

　

い
ず
れ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
Ｙ
国
の
執
行
管
轄
権
は
公
海
上
で
は
行
使
さ
れ
て
い
な
い
。

Ｙ
国
の
執
行
管
轄
権
は
、
Ｘ
国
船
が
Ｙ
国
の
港
（
内
水
）
に
入
っ
た
後
に
、
Ｙ
国
の
内
水
ま

た
は
領
土
に
お
い
て
行
使
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
公
海
上

で
行
わ
れ
た
行
為
（
衝
突
（
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
）、
関
税
法
に
違
反
し
て
購
入
さ
れ
た
軽

油
の
販
売
・
給
油
（
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
）、
発
砲
（
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
））
に

つ
い
て
、
Ｙ
国
が
Ｙ
国
法
令
を
適
用
す
る
こ
と
（
規
律
管
轄
権
の
行
使
）
の
国
際
法
上
の
合

法
性
で
あ
っ
た
。

　

問
題
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
公
海
上
の
外
国
船
舶
が

0

0

0

0

0

行
っ
た
行
為
、
ま
た
は
公
海
上
の

外
国
船
舶
内
で

0

0

0

0

0

0

行
わ
れ
た
行
為
に
対
し
て
Ｙ
国
の
規
律
管
轄
権
が
行
使
さ
れ
た
事
案
な
の
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
な
事
案
だ
と
理
解
す
る
の
が
自
然
だ
と

思
う
が
、
お
そ
ら
く
、
仲
裁
裁
判
所
は
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
を
そ
の
よ
う
に
は
理

解
し
て
い
な
い
。
仲
裁
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
本
件
は
、
Ｙ
国
船
で
結
果
が
発
生
し
た
犯
罪
行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

為0

に
つ
い
て
Ｙ
国
が
規
律
管
轄
権
を
行
使
し
た
事
案
に
ほ
か
な
ら
ず
、
Ｘ
国
船
が
行
っ
た
行

為
ま
た
は
Ｘ
国
船
内
で
行
わ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
Ｙ
国
が
規
律
管
轄
権
を
行
使
し
た
事
案
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
が
仲
裁
判
断
三
六
八
項
に
お
い

て
「
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
に
関
す
る
イ
ン
ド
の
裁
判
権
行
使
は
、［
国
連
海
洋

（
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）
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　表 2

事実の概要 判事事項

ローチュス号事件

公海上においてＸ国（フランス）船
（ローチュス号）がＹ国（トルコ）船
（ボス・クルト号（Boz-Kourt））に
衝突した事件

本件衝突事件についてＹ国が裁判権
を行使したことは国際法に違反しな
い。

ノルスタル号事件

Ｙ国（イタリア）で使用目的を偽って
免税で購入した軽油をＸ国（パナマ）
船（ノルスタル号）に積み込み、同船
が公海上で別の船舶にその軽油を販
売・給油（バンカリング）した事件

この軽油の販売行為についてＹ国が
Ｘ国船に対する差押え令状（De-
cree of Seizure）を発布・執行した
ことは国連海洋法条約87条1項に違
反する。

エンリカ・レクシエ
号事件

公海上におけるＸ国（イタリア）船
（エンリカ・レクシエ号）からＹ国
（インド）船（セント・アントニー
号）への発砲事件

本件発砲事件についてＹ国が裁判権
を行使することは国連海洋法条約に
違反しない（事項的免除の問題を別
にすれば）。
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法
］
条
約
と
両
立
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
て
、
ま
さ
に
条
約
九
二
条
一
項
が
定
め
る
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ

の
原
則
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
は
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
の
旗
国
と
し
て
、
同
船
お
よ
び
同
船
上
で
完
成
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
排
他
的
管
轄
権
を
有

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る

0

0

」［
傍
点
引
用
者
］
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
本
仲
裁
判
断
に
よ
れ
ば
、
国
連
海
洋
法
条
約
九
二
条
一
項
に
基
づ
き
旗
国
が
排

他
的
に
も
っ
て
い
る
「
管
轄
権
」
は
、
執
行
管
轄
権
だ
け
で
な
く
規
律
管
轄
権
を
含
む
─
─
仲
裁
判
断
五
二
七
項
で
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
二
二
五

項
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
─
─
が
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
は
、
イ
タ
リ
ア
船
で
行
わ
れ
た
行
為
に
対
し
て
イ
ン
ド
が
規
律
管
轄
権
を
行

使
し
た
ケ
ー
ス
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
船
で
結
果
が
生
じ
た
犯
罪
に
つ
い
て
イ
ン
ド
が
規
律
管
轄
権
を
行
使
し
た
ケ
ー
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
国
連

海
洋
法
条
約
九
二
条
一
項
と
の
抵
触
は
そ
も
そ
も
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
仲
裁
判
断
は
、
お
そ
ら
く
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
も
こ
れ
と
同
じ
枠
組
み
で
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
に
お
い
て
ト
ル
コ
に
よ
る
裁
判
権
行
使
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
船
（
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
）
で
行
わ
れ
た
行
為
で
は
な
く
、

ト
ル
コ
船
（
ボ
ス
・
ク
ル
ト
号
）
で
結
果
が
発
生
し
た
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
か
ら
、
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原
則
に
違
反
し
な
い
と
判
示
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
の
国
際
法
は
、
衝
突
に
つ
い
て
は
、
結
果
発
生
船
舶
（
被
害
船
舶
）
の
旗
国
に
よ
る
裁
判
権
行
使
を
否
定
し
、
加

害
船
舶
の
旗
国
（
お
よ
び
追
加
的
に
船
舶
に
勤
務
す
る
者
の
所
属
国
）
に
裁
判
権
を
専
属
さ
せ
た
（
一
九
五
二
年
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
一
条
、
一
九
五

八
年
公
海
条
約
一
一
条
、
国
連
海
洋
法
条
約
九
七
条
）。
こ
れ
は
、
衝
突
の
場
合
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
た
特
則
で
あ
り
、
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
の

一
般
的
な
判
示
事
項
─
─
Ｘ
国
船
で
開
始
さ
れ
Ｙ
国
船
で
完
成
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
Ｙ
国
は
自
国
船
舶
に
対
し
て
排
他
的
に
も
っ
て
い
る
管
轄
権
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

根
拠
に

0

0

0

裁
判
権
を
行
使
で
き
る
─
─
は
今
で
も
生
き
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
仲
裁
判
断
に
よ
る
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事

件
判
決
の
読
み
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
を
こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
場
合
、
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
、
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
お
よ
び
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号

事
件
仲
裁
判
断
の
三
つ
の
先
例
は
、
相
互
に
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
と
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
は
、

Ｙ
国
船
で
結
果
が
発
生
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
Ｙ
国
が
自
国
船
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
排
他
的
管
轄
権
を
行
使
し
た
た
め
に
国
際
法
上
合
法
だ
と
判
断

さ
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
で
は
、
Ｘ
国
船
（
ノ
ル
ス
タ
ル
号
）
の
行
っ
た
行
為
の
結
果
が
Ｙ
国
（
イ
タ
リ
ア
）
船
で
発

（
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）

（
60
）

（
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）

（
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）
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エンリカ・レクシエ号事件

生
し
た
訳
で
は
な
い
か
ら
、
Ｙ
国
は
こ
の
行
為
に
つ
い
て
規
律
管
轄
権
を
行
使
す
る
根
拠
を
も
た
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
を
右
の
よ
う
に
読
ん
で
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
。
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
に
お
い
て
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
が

指
摘
し
た
よ
う
に
、「
Ｙ
国
船
（
ボ
ス
・
ク
ル
ト
号
／
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
号
）
で
結
果
が
発
生
し
た
犯
罪
」
は
、
同
時
に
、「
Ｘ
国
船
（
ロ
ー
チ
ュ

ス
号
／
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
）
で
開
始
さ
れ
た
犯
罪
」
で
も
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
Ｙ
国
が
も
っ
て
い
る
管
轄
権
と
、
後
者
に
つ
い
て
Ｘ
国
（
フ

ラ
ン
ス
／
イ
タ
リ
ア
）
が
も
っ
て
い
る
は
ず
の
「
排
他
的
管
轄
権
」
と
の
関
係
は
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
「
管
轄
権
」
が
規
律
管
轄
権
を

含
む
と
し
た
場
合
（
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
仲
裁
判
断
が
踏
襲
し
た
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
二
二
五
項
）、「
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
で
開

始
さ
れ
た
犯
罪
」
に
関
す
る
裁
判
権
は
イ
タ
リ
ア
が
排
他
的
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
な
ぜ
イ
ン
ド
が
こ
の
犯
罪
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
し
て
よ

い
の
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
、
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
は
、
旗
国
以
外
の
国
に
よ
る
規
律
管
轄
権
の
拡
張
が
禁
止
さ
れ
る
場
合
を
「
外
国
船
舶

が
公
海
上
で
行
っ
た
合
法
的
な
活
動

0

0

0

0

0

0

（law
ful activities

）」［
傍
点
引
用
者
］
に
限
定
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
（
七
裁
判
官
共
同
反
対
意
見
は
そ
の

よ
う
に
読
む
）、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
が
行
っ
た
行
動
は
「
合
法
的
な
活
動
」
で
は
な
い
か
ら
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原
則
に
よ
り
旗
国
以
外

の
国
の
裁
判
権
行
使
が
禁
じ
ら
れ
る
場
合
に
当
た
ら
な
い
、
と
整
理
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
も
っ
と
も
、
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
に
お

い
て
仲
裁
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
（
本
件
犯
罪
が
「
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
で
開
始
さ
れ
た
犯
罪
」
の
側
面
を
も
も
つ

こ
と
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
し
て
い
な
い
）。
ま
た
、
仮
に
そ
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
し
て
も
、「
合
法
的
な
活
動
」
と
は
何
か
（
何
法
に
照
ら
し
て

の
「
合
法
」
か
）、
規
律
管
轄
権
の
拡
張
が
禁
止
さ
れ
る
対
象
範
囲
を
「
合
法
的
な
活
動
」
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
画
定
す
る
根
拠
（
後
述
）
な
ど
、

不
明
確
な
ま
ま
残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
。

（
3
）
八
七
条
（
航
行
の
自
由
）
と
の
関
係

　

公
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
（
国
連
海
洋
法
条
約
八
七
条
）
と
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
（
同
九
二
条
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件

判
決
で
も
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
仲
裁
判
断
で
も
、
公
海
上
の
他
国
船
舶
に
対
す
る
管
轄
権
行
使
は
、
航
行
の
自
由
を
侵
害
す
る
行
為
の
一
類

型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
九
二
条
が
八
七
条
か
ら
独
立
し
た
固
有
の
意
義
を
も
つ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原

（
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）

（
64
）

（
65
）

（
66
）
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則
の
目
的
が
船
舶
の
航
行
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
場
合
、
公
海
上
の
外
国
船
舶
で
行
わ
れ
た
犯
罪
に
対
す
る
規
律
管
轄
権
の
拡
張
の

中
に
は
船
舶
の
航
行
に
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
（
例
え
ば
乗
客
に
よ
る
船
内
で
の
殺
人
事
件

な
ど
）。

　

ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
に
お
け
る
コ
ッ
ト
裁
判
官
ら
七
裁
判
官
共
同
反
対
意
見
は
、
八
七
条
お
よ
び
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
九
二
条
の
目
的
が

「
船
舶
の
自
由
な
運
動
」
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
主
と
し
て
（prim

arily

）
旗
国
以
外
の
国
の
執
行
管
轄
権
か
ら
の
保
護
を
意
味

す
る
と
し
つ
つ
、「
八
七
条
は
公
海
上
の
船
舶
を
旗
国
以
外
の
国
の
規
律
管
轄
権
か
ら
保
護
す
る
こ
と
も
あ
る
（m

ay also protect

）」
と
述
べ
た
後
、

多
数
意
見
が
公
海
上
の
他
国
船
舶
へ
の
規
律
管
轄
権
拡
張
禁
止
の
対
象
を
「
合
法
的
な
活
動
（law

ful activities

）」
に
限
定
し
て
い
る
点
に
注
目
す

る
。
こ
れ
は
、「
合
法
的
な
活
動
」
に
限
定
す
る
な
ら
ば
多
数
意
見
に
賛
成
す
る
と
い
う
趣
旨
な
の
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
も
し
そ
う
い
う
趣

旨
だ
と
し
た
場
合
、
九
二
条
が
禁
ず
る
規
律
管
轄
権
拡
張
の
範
囲
を
「
合
法
的
な
活
動
」
と
い
う
基
準
で
画
定
す
る
の
が
適
当
か
ど
う
か
が
問
題
に
な

る
。
例
え
ば
、
船
舶
の
航
行
に
関
与
し
て
い
る
者
に
対
し
て
裁
判
権
を
行
使
す
る
と
（
船
舶
が
い
ず
れ
か
の
国
に
寄
港
し
た
と
こ
ろ
で
そ
の
者
を
逮
捕

し
刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
場
合
）、
船
舶
の
そ
の
後
の
航
行
に
影
響
が
出
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
国
際
法
が
衝
突
に
つ
い
て
の
刑
事
裁
判
権
を
加
害

船
舶
の
旗
国
（
お
よ
び
追
加
的
に
船
舶
に
勤
務
す
る
者
の
所
属
国
）
に
専
属
さ
せ
て
い
る
（
国
連
海
洋
法
条
約
九
七
条
）
の
は
、
そ
の
よ
う
な
影
響
が

出
る
こ
と
へ
の
懸
念
（
お
よ
び
そ
う
し
た
影
響
を
恐
れ
て
船
舶
が
修
理
の
た
め
に
他
国
の
港
に
寄
港
す
る
の
を
躊
躇
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
の

懸
念
）
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
衝
突
（
九
七
条
が
定
め
る
特
則
）
以
外
の
場
合
─
─
す
な
わ
ち
九
二
条
が
定
め
る
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
─
─
で
、
旗
国
以
外
の

国
に
よ
る
規
律
管
轄
権
行
使
が
船
舶
の
航
行
に
影
響
を
与
え
る
場
合
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
場
合
な
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
場
合
を
表
現
す
る
概
念
と

し
て
「
合
法
的
な
活
動
」
と
い
う
概
念
が
適
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
ノ
ル
ス

タ
ル
号
事
件
判
決
の
中
に
も
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
仲
裁
判
断
の
中
に
も
そ
れ
ら
事
件
の
少
数
意
見
の
中
に
も
見
い
出
せ
な
い
。
公
海
上
の
船

舶
に
対
す
る
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
の
原
則
の
根
拠
や
目
的
は
実
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
の
検
討
は
判
例
研
究
の
守
備

範
囲
を
超
え
る
の
で
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
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（
4
）
船
舶
領
土
説
の
否
定

　

本
仲
裁
判
断
は
、
免
除
に
関
す
る
法
廷
地
不
法
行
為
例
外
を
検
討
す
る
文
脈
で
は
船
舶
領
土
説
を
明
確
に
否
定
し
た
が
、
船
舶
へ
の
客
観
的
属
地
主

義
の
適
用
を
検
討
す
る
文
脈
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
船
舶
領
土
説
の
適
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
仲
裁
裁
判
所
は
、
船
舶
で
行
わ
れ
た

犯
罪
に
客
観
的
属
地
主
義
を
適
用
す
る
こ
と
が
「
あ
ら
ゆ
る
目
的
に
お
い
て
（for all purposes

）」
船
舶
を
国
家
領
土
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
、
管
轄
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
船
舶
を
国
家
領
土
と
同
一
視
し
て
よ
い
と
い
う
意
味
な
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

3　

事
項
的
免
除

　

国
際
法
上
、
国
家
機
関
の
地
位
に
あ
る
者
（State officials

）
は
、
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
外
国
の
裁
判
権
か
ら
の
免
除
を
享
受
す
る
。
こ
の
免
除

は
、
人
的
免
除
（im

m
unity ratione personae

）
と
事
項
的
免
除
（im

m
unity ratione m

ateriae

）
と
に
分
け
ら
れ
る
。

　

人
的
免
除
と
は
、
免
除
を
享
受
す
る
人
の
地
位
を
理
由
に
認
め
ら
れ
る
免
除
（a status im

m
unity

）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
人
が
そ
の
地

位
に
就
い
て
い
る
期
間
中
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
人
的
免
除
を
享
受
す
る
の
は
国
家
機
関
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
範
囲
の
人
の
み
が
享
受
す

る
（only narrow

ly available

）。
外
交
官
が
接
受
国
に
お
い
て
有
す
る
刑
事
・
民
事
・
行
政
裁
判
権
か
ら
の
免
除
（
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン

条
約
三
一
条
）
は
、
人
的
免
除
の
例
で
あ
る
。
外
交
官
の
他
に
は
、
慣
習
国
際
法
上
、
国
家
元
首
（H

eads of State

）、
政
府
の
長
（H

eads of 

Governm
ent

）、
外
務
大
臣
が
外
国
の
刑
事
裁
判
権
か
ら
の
絶
対
的
免
除
な
ど
を
享
受
す
る
。
人
的
免
除
は
、
こ
れ
ら
の
地
位
に
あ
る
者
の
任
務
の

効
率
的
な
遂
行
の
確
保
や
、
そ
の
地
位
に
あ
る
者
が
国
家
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
（
特
に
国
家
元
首
の
場
合
）
な
ど
を
根
拠
に
認
め
ら
れ
る
も

の
な
の
で
、
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
行
為
の
性
質
に
か
か
わ
ら
ず
─
─
公
的
行
為
で
も
私
的
行
為
で
も
─
─
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
事
項
的
免
除
と
は
、
裁
判
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
の
公
的
性
質
を
理
由
に
認
め
ら
れ
る
免
除
で
あ
り
（a subject m

atter 

im
m

unity

）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
を
行
っ
た
人
が
国
家
機
関
の
地
位
を
退
い
た
後
に
も
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
。
問
題

と
な
る
行
為
の
公
的
性
質
は
、
行
為
を
行
っ
た
時
点
で
国
家
機
関
の
地
位
に
あ
っ
た
人
が
、
そ
の
後
国
家
機
関
の
地
位
を
退
い
て
も
、
変
化
す
る
こ
と

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
の
人
の
み
が
享
受
す
る
人
的
免
除
と
異
な
り
、
事
項
的
免
除
は
、
国
家
機
関
の
地
位
に
あ
る
者
が
広
く
享
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受
す
る
。

　

本
件
に
お
け
る
二
名
の
イ
タ
リ
ア
海
兵
の
よ
う
な
軍
隊
構
成
員
は
、
一
般
国
際
法
上
、
人
的
免
除
を
享
受
す
る
者
に
当
た
ら
な
い
。
本
件
で
問
題
に

な
っ
た
の
は
、
人
的
免
除
で
は
な
く
事
項
的
免
除
で
あ
る
。

　

本
件
仲
裁
裁
判
所
は
、
事
項
的
免
除
が
適
用
さ
れ
る
「
公
的
行
為
（official acts

）」
な
い
し
「
公
的
資
格
に
お
い
て
（in an official capacity

）

行
っ
た
行
為
」
の
範
囲
を
決
定
す
る
基
準
は
国
家
責
任
法
上
の
行
為
の
帰
属
の
基
準
だ
と
述
べ
、
国
家
機
関
の
行
為
は
国
の
行
為
と
見
な
さ
れ
る
（
国

家
責
任
条
文
四
条
）
か
ら
事
項
的
免
除
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
し
た
（
仲
裁
判
断
八
五
七
─
八
五
九
項
、
本
稿
三
2
（
3
）（
ｂ
）
参
照
）。
主
権
免
除

（sovereign im
m

unity
）
の
場
合
、
現
在
の
国
際
法
で
は
外
国
国
家
の
行
為
で
あ
っ
て
も
業
務
管
理
的
行
為
で
あ
れ
ば
裁
判
権
を
免
除
さ
れ
な
い

（
制
限
免
除
主
義
）
の
だ
か
ら
、
国
に
帰
属
す
る
行
為
に
は
事
項
的
免
除
が
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
た
本
件
仲
裁
裁
判
所
は
、
事
項
的
免
除
と
主
権
免

除
が
別
々
の
制
度
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
が
同
一
の
（
あ
る
い
は
類
似
の
）
制
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
件
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
海

兵
の
行
為
が
主
権
的
行
為
な
の
か
業
務
管
理
的
行
為
な
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
仲
裁
裁
判
所
は
そ
の
検
討
を
し
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
仲
裁
判
断
に
反
対
意
見
を
付
し
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（Patrick Robinson

）
仲
裁
人
は
、
国
家
機
関
の
事
項
的
免
除
は
主
権
免
除
の

コ
ロ
ラ
リ
ー
だ
と
し
た
上
で
、
国
家
自
体
が
免
除
を
も
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
事
項
的
免
除
も
適
用
さ
れ
な
い
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
本
件
に
お
け

る
イ
タ
リ
ア
海
兵
の
行
為
が
主
権
的
行
為
だ
っ
た
か
業
務
管
理
的
行
為
だ
っ
た
か
を
検
討
し
、
イ
タ
リ
ア
の
Ｖ
Ｐ
Ｄ
は
船
主
が
申
請
を
し
た
場
合
に
だ

け
提
供
さ
れ
る
か
ら
イ
タ
リ
ア
政
府
と
船
主
と
の
間
の
契
約
関
係
で
あ
る
し
、
Ｖ
Ｐ
Ｄ
と
い
う
役
務
の
提
供
に
対
し
て
船
主
が
Ｖ
Ｐ
Ｄ
一
人
一
日
あ
た

り
四
六
七
ユ
ー
ロ
を
支
払
う
と
い
う
の
は
そ
の
性
質
に
お
い
て
商
業
的
取
引
だ
と
述
べ
、
本
件
に
事
項
的
免
除
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
多
数
意
見
の

結
論
に
反
対
し
た
。

　

制
限
免
除
主
義
の
下
で
、
主
権
免
除
原
則
は
、
訴
訟
の
被
告
が
外
国
国
家
で
あ
る
こ
と
（
人
的
理
由
）
で
は
な
く
、
訴
訟
の
対
象
が
外
国
国
家
の
主

権
的
行
為
で
あ
る
こ
と
（
物
的
理
由
）
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
項
的
免
除
も
、
国
家
機
関
の
地
位
に
あ
る
人
の
職
務
遂
行
や
地
位
を

保
護
す
る
た
め
（
人
的
理
由
）
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
行
っ
た
行
為
が
公
的
行
為
で
あ
る
こ
と
（
物
的
理
由
）
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
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（
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
人
が
国
家
機
関
の
地
位
を
退
い
た
後
に
も
適
用
さ
れ
る
）。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
外
国
の
裁
判
所
が
裁
判
権
を
行
使
し
て
は
な

ら
な
い
「
物
」（
国
家
の
行
為
）
の
範
囲
は
、
主
権
免
除
と
事
項
的
免
除
と
で
同
一
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
多
数
意
見
よ
り
も
ロ
ビ
ン

ソ
ン
反
対
意
見
の
方
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
本
仲
裁
判
断
が
依
拠
し
た
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
特
別
報
告
者
コ
ロ
ド
キ
ン
は
、
事
項
的
免
除
が
適
用
さ
れ
る
行
為
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
正

し
い
基
準
は
帰
属
の
基
準
で
あ
り
、
国
に
帰
属
す
る
行
為
で
あ
れ
ば
主
権
的
行
為
で
も
業
務
管
理
的
行
為
で
も
事
項
的
免
除
が
適
用
さ
れ
る
と
述
べ
た

後
、「
本
質
に
お
い
て
免
除
は
一
つ
で
あ
り
同
一
で
あ
る
（in essence the im

m
unity is one and the sam

e

）
と
い
う
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

［
国
に
帰
属
す
る
行
為
が
業
務
的
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
］、
国
家
の
免
除
の
範
囲
と
国
家
機
関
の
免
除
の
範
囲
が
同
一
で
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
し
か
し
、
主
権
免
除
と
事
項
的
免
除
が
本
質
的
に
同
じ
も
の
な
の
に
な
ぜ
範
囲
が
同
一
で
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ド
キ
ン
は
特
に
何

も
説
明
し
て
い
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
の
あ
り
得
る
説
明
は
、
職
務
を
遂
行
す
る
国
家
機
関
は
「
国
家
の
単
な
る
道
具
（m

ere instrum
ents

）」
で
あ
り
、「
彼
ら
は
、

私
的
に
で
は
な
く
国
家
の
た
め
に
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
、
制
裁
や
刑
罰
の
対
象
に
さ
せ
ら
れ
な
い
」（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
・Blaškić

判
決
）
と
い
う
説
明
で

あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
お
い
て
、〈
国
に
帰
属
す
る
行
為
＝
も
っ
ぱ
ら
国
が
責
任
を
負
う
行
為
＝
国
の
た
め
に
行
動
し
た
国
家
機
関
個
人
は
責
任
を
問

わ
れ
な
い
行
為
＝
事
項
的
免
除
の
対
象
と
な
る
行
為
〉
と
い
う
等
式
が
成
り
立
つ
。
つ
ま
り
、
国
の
た
め
に
国
家
機
関
に
行
わ
せ
た
行
為
の
結
果
に
つ

い
て
は
国
家
が
ま
と
め
て
責
任
を
引
き
受
け
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
本
仲
裁
判
断
が
拠
っ
て
立
つ
考
え
方
は
、
こ
の
考
え
方
で
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
る
（
裁
判
所
は
理
由
づ
け
を
示
し
て
い
な
い
が
、
採
用
し
て
い
る
結
論
は
こ
の
考
え
方
か
ら
出
て
く
る
結
論
で
あ
る
）。

　

こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
Ｖ
Ｐ
Ｄ
の
性
質
が
船
主
に
対
す
る
役
務
の
提
供
で
あ
り
、
船
主
が
イ
タ
リ
ア
国
防
省
に
支
払
う
金
銭
の
性
質
が
役
務
の
対

価
ま
た
は
給
与
・
報
酬
だ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
タ
リ
ア
の
国
家
機
関
の
地
位
に
あ
る
者
が
行
っ
た
行
為
で
あ
る
限
り
、
事
項
的
免
除
が
適
用
さ
れ
る
。

船
主
が
イ
タ
リ
ア
国
防
省
に
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
金
銭
に
つ
い
て
、
仲
裁
裁
判
所
は
、
Ｖ
Ｐ
Ｄ
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
金
銭
の
支

払
い
は
「
標
準
的
か
つ
共
通
の
実
行
（a standard and com

m
on practice

）」
だ
と
述
べ
て
い
る
（
八
五
四
項
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ロ
ビ
ン
ソ

ン
反
対
意
見
は
、
問
題
は
行
為
の
性
質
が
商
業
的
取
引
か
ど
う
か
で
あ
っ
て
金
銭
支
払
い
の
実
行
が
標
準
的
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
と
し
て
多
数
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意
見
を
批
判
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
よ
う
に
事
項
的
免
除
が
主
権
免
除
と
同
一
の
原
理
の
下
に
あ
る
原
則
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
そ
の

と
お
り
で
あ
る
が
、
多
数
意
見
は
そ
も
そ
も
事
項
的
免
除
の
制
度
を
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
よ
う
に
は
捉
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
多
数
意
見

の
観
点
か
ら
は
Ｖ
Ｐ
Ｄ
に
係
る
金
銭
支
払
い
の
実
行
が
標
準
的
だ
ろ
う
が
そ
う
で
な
か
ろ
う
が
関
係
な
い
は
ず
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た

の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
注
）
文
末
注
で
引
用
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
の
最
終
閲
覧
日
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
二
一
年
三
月
二
二
日
で
あ
る
。

T
he 

“Enrica Lexie

” Incident (the Italian Republic v. the Republic of India), A
n A

rbitral T
ribunal Constituted under 

A
nnex Ⅶ

 to the 1982 U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea, A

w
ard, 21 M

ay 2020, PCA
 Case N

o. 2015-28, 
<https://pcacases.com

/w
eb/sendA

ttach/16500>.

「
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（T

he U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea, 10 D

ecem
ber 1982

）」
平
成

八
年
条
約
六
号
（1883 U

.N
.T

.S. 3
）。

本
稿
で
「
項
」
と
表
記
す
る
の
は
、
仲
裁
判
断
に
付
け
ら
れ
て
い
るparagraph

番
号
で
あ
る
。

船
舶
防
護
の
た
め
に
軍
か
ら
派
遣
さ
れ
る
要
員
の
こ
と
。

Concessions M
avrom

m
atis en Palestine, arrêt, le 30 août 1924, C.P.J.I. R

ecueil, Série A
, N

º 2, p. 11.
N

uclear T
ests (A

ustralia v. France), Judgm
ent, I.C.J. R

eports 1974, p. 262.
Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgm

ent, I.C.J. R
eports 1998, pp. 457-458.

「
特
定
的
な
抗
弁
」
と
い
う
の
が
何
の
こ
と
か
は
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
。
仲
裁
裁
判
所
は
、
同
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
判
断
を
二

箇
所
に
分
け
て
行
っ
て
い
る
（
裁
判
所
が
「
特
定
的
な
抗
弁
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
後
半
部
分
で
検
討
さ
れ
て
い
る
）
が
、
前
半
部
分
（
二
三
一

─
二
四
一
項
）
と
後
半
部
分
（
七
三
三
─
八
一
一
項
）
と
の
関
係
も
わ
か
り
に
く
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
二
四
八
─
二
四
九
頁
で
検

討
す
る
。

仲
裁
裁
判
所
は
、
こ
の
問
題
を
後
で
検
討
す
る
と
述
べ
つ
つ
、
後
で
あ
ま
り
明
確
に
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
す
る

裁
判
所
の
結
論
は
、
本
件
で
イ
ン
ド
が
と
っ
た
行
動
の
法
的
根
拠
は
一
九
七
六
年
海
域
法
お
よ
び
一
九
八
一
年
告
示
で
は
な
か
っ
た
か
ら
同

（
91
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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法
・
同
告
示
の
国
連
海
洋
法
条
約
適
合
性
は
検
討
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
（
仲
裁
判
断
三
五
四
─
三
六
一
項
、
本
稿
三
2
（
1
））、

請
求
の
受
理
可
能
性
の
問
題
（
二
八
三
条
一
項
に
基
づ
く
意
見
交
換
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
）
は
、
結
局
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

Lotus, arrêt, le 7 septem
bre 1927, C.P.I.J. R

ecueil, Série A
, N

o 10, p. 25.
T

he M
/V

 

“Norstar

” Case (Panam
a v. Italy), International T

ribunal for the Law
 of the Sea, Judgm

ent, 10 A
pril 2019, 

para. 222 <https://w
w

w
.IT

LO
S.org/fileadm

in/itlos/docum
ents/cases/case_no.25/Judgm

ent/C25_Judgm
ent_10.04.pdf>.

T
he D

elim
itation of the M

aritim
e Boundary betw

een G
uyana and Surinam

e, A
w

ard, 17 Septem
ber 2007, R

.I.A
.A

., 
V

ol. 30, pp. 121, 126 (paras. 433, 445).
N

orstar, supra note 11, para. 225.
Ibid., para. 241.

裁
判
所
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
補
足
的
に
説
明
し
て
お
く
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
本
件
に
お

い
て
海
兵
の
免
除
の
問
題
に
も
裁
判
所
の
管
轄
権
が
及
ぶ
と
す
れ
ば
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
国
際
法
の
他
の
関
連

規
則
」
な
ど
に
言
及
す
る
国
連
海
洋
法
条
約
の
条
項
（
二
条
三
項
、
五
六
条
二
項
、
五
八
条
二
項
な
ど
）
を
通
じ
た
一
般
国
際
法
へ
の
送
致

（renvoi

）
か
、
②
付
随
的
問
題
の
法
理
（the doctrine of incidental question

）
で
あ
る
。
付
随
的
問
題
の
法
理
に
つ
い
て
は
本
稿
二

四
六
─
二
四
八
頁
を
参
照
。
本
文
の
「
ま
ず
」
で
始
ま
る
段
落
で
述
べ
て
い
る
の
が
①
、「
そ
こ
で
次
に
」
で
始
ま
る
段
落
で
述
べ
て
い
る
の

が
②
で
あ
る
。「
他
の
根
拠
（any other justification

）」
と
い
う
の
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
条
項
を
通
じ
た
一
般
国
際
法
へ
の
送
致
論

（
①
）
以
外
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
②
の
こ
と
で
あ
る
。

裁
判
所
は
こ
こ
で
、
二
条
三
項
、
五
六
条
二
項
お
よ
び
五
八
条
二
項
は
本
件
に
適
用
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
五
八
条

は
本
件
に
適
用
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
発
砲
事
件
が
発
生
し
た
の
は
イ
ン
ド
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
あ
る
。
イ
ン
ド
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内

で
外
国
船
舶
が
行
っ
た
犯
罪
に
つ
い
て
イ
ン
ド
が
刑
事
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
五
八
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
基
づ
き
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に

も
適
用
さ
れ
る
公
海
関
連
規
定
（
八
七
～
一
一
五
条
）
の
う
ち
、
八
七
条
お
よ
び
九
二
条
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
る
。
海
兵
の
事
項
的
免
除
は
八

七
条
や
九
二
条
の
解
釈
・
適
用
問
題
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
八
七
条
お
よ
び
九
二
条
の
解
釈
・
適
用
問
題
に
「
付
随
す
る
」
問
題
で
あ
る
か
ら

裁
判
所
の
管
轄
権
が
及
ぶ
と
い
う
の
が
裁
判
所
の
判
断
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
件
に
適
用
さ
れ
る
の
は
八
七
条
お
よ
び
九
二
条
（
そ
れ
ら

の
解
釈
・
適
用
問
題
に
付
随
す
る
免
除
の
問
題
に
つ
い
て
は
慣
習
国
際
法
）
で
あ
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
起
こ
っ
た
本
件
に
こ
れ
ら
の
条
文
が
適
用
さ

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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れ
る
の
は
五
八
条
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
本
件
に
五
八
条
が
適
用
さ
れ
な
い
と
仲
裁
裁
判
所
が
言
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
変
で
あ
る
。

仲
裁
裁
判
所
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
本
稿
注
（
16
）
で
述
べ
た
批
判
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。

Certains intérêts allem
ands en H

aute-Silésie polonaise, arrêt, le 25 août 1925, P.C.I.J. R
euceil, Série A

, N
º 6, p. 18.

Lotus, supra note 10, p. 23.
Prosecutor v. T

ihom
ir Blaškić, ICT

Y
, A

ppeal Cham
ber, IT

-95-14-A
R 108 bis, Judgm

ent on the Request of the Re-
public of Croatia for Review

 of the D
ecision of T

rial Cham
ber II of 18 July 1997, 29 O

ctober 1997, para. 38.
Certain Q

uestions of M
utual A

ssistance in Crim
inal M

atters (D
jibouti v. France), Judgm

ent, I.C.J. R
eports 2008, p. 

243.Eileen D
enza, 

“Ex Parte Pinochet : Lacuna or Leap?,

” International and Com
parative Law

 Q
uarterly, V

ol. 48 (1999), 
p. 951.Second Report on Im

m
unity of State O

fficials from
 Foreign Crim

inal Jurisdiction, by Rom
an A

natolevich K
olodkin, 

Special Rapporteur, D
oc. A

/CN
.4/631, Y

earbook of the International Law
 Com

m
ission 2010, V

ol. II (Part 1), p. 402, para. 
21.

Responsibility of States for Internationally W
rongful A

cts, U
N

. D
oc., A

/RES/56/83, 28 January 2002.

仲
裁
裁
判
所
は
、
五
六
条
お
よ
び
五
八
条
の
違
反
を
否
定
す
る
際
に
は
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
側
の
認
識
（
海
賊
行
為
の
脅
威
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
）
を
問
題
に
し
た
一
方
（
本
稿
三
3
（
1
）（
ａ
）
お
よ
び
（
ｂ
））、
八
七
条
お
よ
び
九
〇
条
の
違
反
を
認
定
す
る
際

に
は
そ
の
よ
う
な
認
識
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
（
本
稿
三
3
（
1
）（
ｃ
））。
こ
の
点
に
つ
き
、
ラ
オ
お
よ
び
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
共
同
反
対
意
見

は
、
五
六
条
と
五
八
条
に
つ
い
て
も
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
側
の
認
識
と
無
関
係
に
違
反
を
認
定
す
べ
き
だ
っ
た
と
述
べ
て
多
数
意
見
を
批

判
し
た
。Joint D

issenting O
pinion, D

r. Sreenivasa Rao Pem
m

araju (D
r. P.S. Rao) and Judge Patrick Robinson, paras. 1-21 

<https://pcacases.com
/w

eb/sendA
ttach/16775>.

T
he South China Sea A

rbitration (T
he Republic of Philippines v. T

he Peopleʼs Republic of China), A
n A

rbitral T
ri-

bunal Constituted under A
nnex Ⅶ

 to the 1982 U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea, A

w
ard on Jurisdiction 

and A
dm

issibility, 29 O
ctober 2015, PCA

 Case N
o. 2013-19 <https://pcacases.com

/w
eb/sendA

ttach/2579>.

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）
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Chagos M

arine Protected A
rea A

rbitration (M
auritius v. U

nited K
ingdom

), A
n A

rbitral T
ribunal Constituted under 

A
nnex Ⅶ

 to the 1982 U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea, A

w
ard, 18 M

arch 2015, PCA
 Case N

o. 2011-03 
<https://files.pca-cpa.org/pcadocs/M

U
-U

K
%

2020150318%
20A

w
ard.pdf>.

Coastal State R
ights in the Black Sea, Sea of A

zov, and K
erch Strait (U

kraine v. the Russian Federation), A
n A

rbi-
tral T

ribunal Constituted under A
nnex Ⅶ

 to the 1982 U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea, A

w
ard on 

Prelim
inary O

bjections, 21 February 2020, PCA
 Case N

o. 2017-06 <https://pcacases.com
/w

eb/sendA
ttach/9272>.

チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
海
洋
保
護
区
事
件
以
降
の
判
例
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、Jam

es H
arrison, 

“Defining D
isputes and Characterizing 

Claim
s: Subject-M

atter Jurisdiction in the Law
 of the Sea Convention Litigation,

” Ocean D
evelopm

ent and International 
Law

, V
ol. 48 (2017), pp. 275-279; Callista H

arris, 

“Claim
s w

ith an U
lterior Purpose: Characterising D

isputes Concerning 
the ʻInterpretation or A

pplicationʼ of a T
reaty,

” Law
 and Practice of International Courts and T

ribunals, V
ol. 18 (2020), 

pp. 279-299

を
参
照
。

Chagos M
arine Protected A

rea, supra note 27, para. 211; Coastal State R
ights, supra note 28, paras. 191-196.

Chagos M
arine Protected A

rea, supra note 27, para. 213.
Ibid., para. 220.
Ibid., para. 220; Coastal State R

ights, supra note 28, paras. 157-161.
E

nrica Lexie, supra note 1, para. 808.
H

arris, supra, note 29, pp. 279-299.
D

issenting O
pinion of Judge Robinson, para. 52 <https://pcacases.com

/w
eb/sendA

ttach/16774>.

国
連
海
洋
法
条
約
二
八
七
条
裁
判
所
の
初
期
の
判
例
が
そ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、H

arrison, supra note 
29, p. 276.

国
連
海
洋
法
条
約
二
八
七
条
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
を
海
洋
法
条
約
の
外
の
問
題
に
拡
張
す
る
や
り
方
と
し
て
は
、
付
随
的
問
題
の
法

理
の
他
に
、
①
海
洋
法
条
約
二
九
三
条
一
項
（
裁
判
所
の
適
用
法
）
を
使
う
と
い
う
や
り
方
や
、
②
一
般
国
際
法
を
参
照
（reference; ren-

voi

）
し
て
い
る
国
連
海
洋
法
条
約
の
条
項
に
依
拠
す
る
と
い
う
や
り
方
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、K

ate Parlett, 

“Beyond the 

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）
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Four Corners of the Convention: Expanding the Scope of Jurisdiction and the Law

 of the Sea T
ribunals,

” Ocean D
evel-

opm
ent and International Law

, V
ol. 48 (2017), pp. 284-299;

兼
原
敦
子
「
裁
判
管
轄
権
と
適
用
法
の
関
係
：
国
連
海
洋
法
条
約
に
お

け
る
司
法
裁
判
お
よ
び
仲
裁
裁
判
」
芹
田
健
太
郎
ほ
か
編
『
実
証
の
国
際
法
学
の
継
承
：
安
藤
仁
介
先
生
追
悼
』（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）

五
四
三
─
五
八
二
頁
を
参
照
。

Certains intérêts allem
ands, supra note 18, p. 18.

Chagos M
arine Protected A

rea, supra note 27, para. 220; Enrica Lexie, supra note 1, para. 808.
H

arris, supra note 29, pp. 291-294.
Ibid., p. 298.
D

issenting O
pinion of Judge Robinson, supra note 36, paras. 1-54 (

“Im
m

unity is central, and not incidental, to the 
dispute betw

een the Parties.

” (para. 41)).

後
掲
・
注
（
45
）
も
参
照
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
領
上
部
シ
レ
ジ
ア
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
利
益
事
件
で
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
財
産
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
二
五
六
条
に

よ
り
ド
イ
ツ
国
家
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
に
移
転
し
た
か
ど
う
か
（
①
）
を
判
断
し
な
い
限
り
、
当
該
財
産
が
「
ド
イ
ツ
国
民
の
」
財
産
か
、

つ
ま
り
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
六
条
の
適
用
さ
れ
る
財
産
か
ど
う
か
（
②
）
を
判
断
で
き
な
か
っ
た
。
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
海
洋
保
護
区
事
件
で
は
、
チ

ャ
ゴ
ス
諸
島
の
領
土
権
（
①
）
に
つ
い
て
判
断
し
な
い
限
り
、
英
国
が
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
の
沿
岸
海
域
に
海
洋
保
護
区
を
設
定
す
る
権
限
を
も
つ

「
沿
岸
国
」
か
ど
う
か
（
②
）
を
判
断
で
き
な
か
っ
た
。
沿
岸
国
権
利
事
件
で
は
、
ク
リ
ミ
ア
に
対
す
る
領
土
権
（
①
）
に
つ
い
て
判
断
し
な

い
限
り
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
沿
岸
国
と
し
て
の
権
利
を
侵
害
し
た
か
ど
う
か
（
②
）
を
判
断
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島

海
洋
保
護
区
事
件
と
沿
岸
国
の
権
利
事
件
で
は
、
①
と
②
の
「
相
対
的
な
重
み
」
を
検
討
し
て
、
①
の
方
に
「
相
対
的
な
重
み
」
が
あ
る
か
ら

紛
争
は
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
紛
争
と
は
性
格
づ
け
ら
れ
な
い
と
判
断
し
、
①
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
密
接
不
可
分
の
関

係
に
あ
る
②
に
つ
い
て
も
判
断
し
な
か
っ
た
。

ラ
オ
仲
裁
人
の
同
意
お
よ
び
反
対
意
見
は
、
本
件
に
お
い
て
免
除
の
問
題
は
核
心
的
な
争
点
（a core issue

）
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
多

数
意
見
は
紛
争
の
性
質
決
定
を
誤
っ
た
）
こ
と
に
加
え
、
免
除
の
問
題
は
裁
判
権
の
有
無
の
問
題
と
の
間
に
不
可
分
の
連
関
が
な
い
（
付
随
的

問
題
の
法
理
の
適
用
を
正
当
化
す
る
連
関
が
存
在
し
な
い
）
と
い
う
観
点
か
ら
も
多
数
意
見
に
反
対
し
た
。Concurring and D

issenting 
O

pinion of D
r. Sreenivasa Rao Pem

m
araju (D

r. P. S. Rao), paras. 24-59.

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）

（
45
）
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国
家
管
轄
権
の
問
題
（
国
連
海
洋
法
条
約
九
二
条
の
解
釈
・
適
用
問
題
）（
表
1
の
②
）
と
免
除
の
問
題
（
表
1
の
①
）
は
、
①
が
②
に

論
理
的
に
先
行
す
る
と
い
う
関
係
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
管
轄
権
の
問
題
は
免
除
の
問
題
に
論
理
的
に
先
行
す
る
（
免
除
は
管
轄
権

の
例
外
）。
ま
た
、「
免
除
の
問
題
は
措
い
て
お
い
て
、
イ
ン
ド
に
よ
る
管
轄
権
行
使
は
国
連
海
洋
法
条
約
九
二
条
に
は
違
反
し
な
い
」
と
い
う

結
論
を
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
で
十
分
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
本
仲
裁
判
断

は
、
そ
れ
で
は
不
十
分
だ
と
い
う
理
由
に
よ
り
免
除
の
問
題
に
つ
い
て
も
判
断
し
た
。

E
nrica Lexie, supra note 1, para. 805.

Ibid., para. 808.
D

ouglas Guilfoyle, 

“The H
igh Seas,

” in D
onald R. Rothw

ell et al. eds., T
he O

xford H
andbook of the Law

 of the Sea 
(O

xford: O
xford U

niversity Press, 2015), p. 209.

執
行
管
轄
権
と
は
、
船
舶
に
対
す
る
臨
検
、
船
舶
の
拿
捕
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
物
の
押
収
な
ど
の
よ
う
に
、
物
理
的
な
強
制
力
を
伴
う
国

家
管
轄
権
の
こ
と
で
あ
る
。

国
家
管
轄
権
の
分
類
方
法
は
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、「
規
律
管
轄
権
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
も
人
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
本
稿
で
は
、

「
規
律
管
轄
権
」
の
概
念
を
「
国
内
法
令
を
適
用
し
て
あ
る
行
為
の
違
法
性
を
認
定
す
る
権
限
」（
奥
脇
直
也
「
国
家
管
轄
権
の
適
用
基
準
：

ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
」
山
本
草
二
・
古
川
照
美
・
松
井
芳
郎
編
『
国
際
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
四
三
頁
）
と
い
う
意
味
で

用
い
る
。
規
律
管
轄
権
は
裁
判
所
以
外
の
機
関
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
れ
ば
そ
の
権
限
は
「
裁

判
権
」
と
呼
ば
れ
る
。

D
ouglas Guilfoyle, 

“Article 92: Status of Ships,
” in A

lexander Proelss ed., U
nited N

ations Convention on the Law
 of 

the Sea: A
 Com

m
entary (M

ünchen: C. H
. Beck, 2017), pp. 700-701.

Ibid., p. 701 (note 4).
Lotus, supra note 10, p. 25.
N

orstar, supra note 11, para. 225.
E

nrica Lexie, supra note 1, para. 527.
Ibid., paras. 364-367.

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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）

（
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）
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判 例 研 究

本
件
で
ノ
ル
ス
タ
ル
号
に
対
す
る
差
押
令
状
お
よ
び
そ
の
執
行
の
対
象
と
な
っ
た
犯
罪
は
、
①
使
用
目
的
を
偽
っ
て
軽
油
を
免
税
で
購
入

し
て
ノ
ル
ス
タ
ル
号
に
積
み
込
む
行
為
、
②
イ
タ
リ
ア
領
海
の
外
で
メ
ガ
ヨ
ッ
ト
に
販
売
・
給
油
す
る
行
為
（
バ
ン
カ
リ
ン
グ
）、
③
軽
油
を

無
申
告
で
イ
タ
リ
ア
に
持
ち
込
む
行
為
の
三
つ
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
①
と
③
は
イ
タ
リ
ア
の
領
域
内
で
行
わ
れ
た
（N

orstar, supra note 
11, para. 166

）。
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
は
、
公
海
上
で
行
わ
れ
た
②
は
犯
罪
の
不
可
欠
の
一
部
（an integral part

）
で
あ
る
だ
け
で
な
く
中
心
的

要
素
（a central elem

ent

）
を
構
成
す
る
（ibid., para. 186

）
か
ら
、
本
件
に
は
国
連
海
洋
法
条
約
八
七
条
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
し
た

（ibid., para. 187

）。

こ
れ
に
対
し
、
コ
ッ
ト
裁
判
官
ら
七
裁
判
官
共
同
反
対
意
見
（Joint D

issenting O
pinion of Judges Cot, Paw

lak, Y
anai, H

off-
m

ann, K
olodkin and Lijnzaad and Judge ad hoc T

reves

）
は
、（
1
）
公
海
上
で
行
わ
れ
た
②
は
差
押
令
状
の
標
的
（target

）
と
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
本
件
は
八
七
条
お
よ
び
九
二
条
の
適
用
が
問
題
に
な
る
ケ
ー
ス
で
は
な
い
（ibid., paras. 25-27

）、（
2
）
仮
に
②
が
差
押

令
状
の
標
的
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
バ
ン
カ
リ
ン
グ
そ
れ
自
体
を
標
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
関
税
法
に
違
反
し
て
購
入
さ
れ
た
軽
油
を

輸
送
す
る
「
手
段
と
し
て
」
使
わ
れ
た
ノ
ル
ス
タ
ル
号
を
対
象
に
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
（
罪
体
（corpus delicti

）
と
し
て
の
ノ
ル
ス
タ
ル

号
を
差
し
押
え
た
に
過
ぎ
な
い
）、
原
則
と
し
て
合
法
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
公
海
上
で
の
バ
ン
カ
リ
ン
グ
行
為
そ
の
も
の
に
対
し
て
刑

事
裁
判
権
を
行
使
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（ibid., paras. 28-30

）、（
3
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
差
押
令
状
の
標
的
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
は
イ

タ
リ
ア
で
開
始
さ
れ
イ
タ
リ
ア
で
完
成
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
イ
タ
リ
ア
が
規
律
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て

い
る
と
述
べ
て
（ibid., paras. 31-36

）、
多
数
意
見
の
結
論
に
反
対
し
た
。

E
nrica Lexie, supra note 1, para. 368.

Ibid., para. 527.
International Convention for the U

nification of Certain Rules relating to Penal Jurisdiction in m
atters of Collisions 

and O
ther Incidents of N

avigation, signed at Brussel, 10 M
ay 1952, 439 U

.N
.T

.S. 234.
Convention on the H

igh Seas, done at Geneva, 29 A
pril 1958, 450 U

.N
.T

.S. 11.
Lotus, supra note 10, p. 30.

ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
過
失
に
よ
る
衝
突
の
よ
う
な
犯
罪
に
お
い
て
、「
Ｘ
国
船
（
加
害

船
）
で
開
始
さ
れ
た
」
と
い
う
側
面
と
「
Ｙ
国
船
（
被
害
船
）
で
結
果
が
発
生
し
た
」
と
い
う
側
面
は
「
法
的
に
切
り
離
す
こ
と
が
完
全
に
不

可
能
（une indivisibilité juridique absolue

）」
で
あ
る
か
ら
、
も
し
仮
に
Ｘ
国
と
Ｙ
国
の
裁
判
権
が
そ
れ
ぞ
れ
排
他
的
だ
と
す
る
な
ら
ば

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）

（
63
）
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エンリカ・レクシエ号事件

［
ど
ち
ら
も
こ
の
犯
罪
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
］、「
正
義
の
要
請
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
こ
れ
ら
二
国
の

利
益
を
十
分
保
護
す
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
」
か
ら
、
Ｘ
国
と
Ｙ
国
が
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
と
い
う
。

N
orstar, supra note 11, para. 225.

Joint D
issenting O

pinion, supra note 58, para 20.
N

orstar, supra note 11, paras. 222-226; E
nrica Lexie supra note 1, para. 473.

Ibid., para. 15.
Ibid., para. 17.

例
え
ば
、
一
九
五
八
年
公
海
条
約
の
草
案
を
作
成
し
た
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
特
別
報
告
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ
（J. P. A

. François

）
は
、
船
長
が
逮

捕
・
拘
禁
さ
れ
た
ら
船
舶
そ
の
も
の
が
抑
留
さ
れ
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
替
わ
り
の
船
長
が
来
る
ま
で
の
間
、
船
舶
は
動
け
な
く
な
る

（im
m

obilisé

）
と
述
べ
て
い
る
。Régim

e of the H
igh Seas, D

oc. A
/CN

.4/42, D
euxièm

e rapport sur la haute m
er par J. P. 

A
. François, ILC Y

earbook 1951-II, p. 78.

国
連
海
洋
法
条
約
九
二
条
は
公
海
上
の
船
舶
に
対
す
る
管
轄
権
に
つ
い
て
の
一
般
原
則
を
、
九
七
条
は
衝
突
の
場
合
の
特
則
を
定
め
て
い

る
。
九
二
条
は
「
排
他
的
管
轄
権
」
と
し
か
書
い
て
い
な
い
た
め
、
旗
国
が
排
他
的
に
も
っ
て
い
る
「
管
轄
権
」
が
執
行
管
轄
権
を
意
味
す
る

の
か
、
そ
れ
に
加
え
て
規
律
管
轄
権
を
含
む
の
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
九
七
条
は
「
刑
事
上
の
…
…
手
続
」
つ
ま
り

刑
事
裁
判
権
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
こ
と
が
文
言
上
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
公
海
上
の
衝
突
事
故
に
関
す
る
刑
事
裁
判
権
は
加
害
船
舶
の
旗

国
（
お
よ
び
追
加
的
に
、
船
舶
に
勤
務
す
る
者
の
所
属
国
）
に
専
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
衝
突
に
つ
い

て
そ
の
よ
う
な
規
則
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
般
に
、
衝
突
事
故
の
被
害
船
舶
の
旗
国
（
ト
ル
コ
）
に
よ

る
刑
事
裁
判
権
行
使
の
国
際
法
上
の
合
法
性
を
認
め
た
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
に
対
し
て
は
、
海
運
界
か
ら
の
批
判
が
強
か
っ
た
た
め
に
、

そ
の
後
の
条
約
（
一
九
五
二
年
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
一
条
、
一
九
五
八
年
公
海
条
約
一
一
条
、
国
連
海
洋
法
条
約
九
七
条
）
で
は
ロ
ー
チ
ュ
ス

号
事
件
判
決
の
判
事
事
項
と
は
異
な
る
規
則
が
定
め
ら
れ
た
、
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。E.g., Guilfoyle, supra note 49, p. 218; 
D

onald R. Rothw
ell and T

im
 Stephens, T

he International Law
 of the Sea, 2nd ed. (O

xford and Portland, O
regon: H

art 
Publishing, 2016), p. 170;

岩
沢
雄
司
『
国
際
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）
二
八
三
頁
。
し
か
し
、
海
運
界
が
ロ
ー
チ
ュ
ス
号

事
件
判
決
の
判
事
事
項
（
衝
突
事
故
の
被
害
船
舶
旗
国
に
よ
る
刑
事
裁
判
権
行
使
の
許
容
）
に
な
ぜ
反
対
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
①
同
一
の

（
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）
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判 例 研 究

犯
罪
に
つ
い
て
複
数
の
国
で
訴
追
さ
れ
る
こ
と
（m

ultiple prosecutions for the sam
e offense

）
を
嫌
っ
た
と
説
明
す
る
も
の
（Guil-

foyle

）、
②
そ
も
そ
も
「
船
員
が
外
国
裁
判
所
で
訴
追
さ
れ
る
こ
と
」
自
体
を
嫌
っ
た
と
説
明
す
る
も
の
（
岩
沢
）、
③
外
国
裁
判
所
に
お
け

る
船
舶
お
よ
び
乗
組
員
の
訴
追
は
「
国
際
航
行
に
対
す
る
耐
え
難
い
干
渉
」（
一
九
五
八
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
洋
法
条
約
に
対
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｃ
注
釈

を
引
用
）
に
な
る
か
ら
海
運
界
が
懸
念
し
た
と
説
明
す
る
も
の
（Rothw
ell

お
よ
びStephens

）
な
ど
が
あ
り
、
人
に
よ
っ
て
説
明
の
仕
方

が
か
な
り
異
な
る
。
③
の
よ
う
に
説
明
す
る
な
ら
海
洋
法
内
在
的
な
説
明
に
な
る
─
─
た
し
か
に
、
船
舶
の
運
航
に
関
わ
っ
て
い
る
者
（
船

長
・
乗
組
員
）
が
船
舶
の
航
海
の
途
中
で
刑
事
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
ら
、
そ
の
船
舶
の
航
行
に
支
障
が
出
る
で
あ
ろ
う
（
本
稿
注
（
69
）
参

照
）
─
─
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
船
長
・
乗
組
員
が
船
舶
の
航
海
の
途
中
で
訴
追
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
問
題
で
あ
る
は
ず
で
、
訴
追
の

対
象
と
な
る
犯
罪
を
衝
突
に
限
定
し
て
裁
判
権
を
旗
国
に
専
属
さ
せ
る
理
由
が
見
当
た
ら
な
い
（
他
の
犯
罪
で
も
航
行
へ
の
影
響
が
生
じ
る
点

で
は
同
じ
で
あ
ろ
う
）。
衝
突
の
場
合
、
加
害
船
舶
に
も
何
ら
か
の
損
傷
が
生
じ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
船
舶
が
外
国
の
港

に
入
港
し
た
場
合
の
刑
事
訴
追
の
リ
ス
ク
を
恐
れ
て
入
港
せ
ず
そ
の
ま
ま
航
海
を
続
け
る
こ
と
が
船
舶
の
往
来
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
点
が
他

の
犯
罪
に
は
な
い
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
を
指
摘
し
た
文
献
は
管
見
の
限
り
で
見
当
た
ら
な
い
。
他
方
、
右
の
①
や
②
の
よ
う

に
説
明
す
る
と
、
国
連
海
洋
法
条
約
九
七
条
の
よ
う
な
規
則
に
は
海
洋
法
上
の
合
理
的
な
理
由
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
、
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
と
そ
の
後
の
条
約
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
佐
藤
好
明
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
一
条
、

公
海
条
約
一
一
条
、
国
連
海
洋
法
条
約
九
七
条
に
つ
い
て
、「
海
運
業
界
の
露
骨
な
要
求
に
遠
慮
を
し
、
刑
事
と
民
事
の
調
整
や
国
際
裁
判
へ

の
上
訴
問
題
は
切
り
捨
て
て
、
妥
協
を
積
み
重
ね
て
成
立
し
、
船
主
や
船
員
の
保
護
に
の
み
厚
い
」
規
定
だ
と
評
価
し
、「
ロ
ー
テ
ュ
ス
号
事

件
で
ト
ル
コ
は
、
全
て
の
被
害
者
の
母
国
で
あ
り
、
被
害
船
の
旗
国
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
衝
突
現
場
か
ら
最
も
近
く
、
最
初
の
入
港
国
で
も

あ
っ
た
か
ら
、
証
拠
保
全
上
も
、
安
全
の
考
慮
の
点
で
も
、
事
件
の
統
一
的
裁
判
に
最
適
な
国
で
あ
っ
た
」
と
評
価
す
る
。
佐
藤
好
明
「
公
海

に
お
け
る
衝
突
そ
の
他
の
事
故
に
対
す
る
刑
事
管
轄
権
：
ロ
ー
テ
ュ
ス
号
事
件
と
そ
の
後
」『
一
橋
論
叢
』
九
二
巻
五
号
（
一
九
八
四
年
）
六

二
三
─
六
二
四
頁
。

国
連
海
洋
法
条
約
九
二
条
と
九
七
条
と
の
関
係
は
、
前
者
が
一
般
原
則
、
後
者
が
特
則
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、

い
か
な
る
意
味
で
一
般
原
則
・
特
則
の
関
係
な
の
か
も
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
ず
、
九
二
条
に
基
づ
き
旗
国
が
「
排
他
的
」
に
も
っ
て

い
る
「
管
轄
権
」
と
は
執
行
管
轄
権
の
こ
と
で
あ
り
規
律
管
轄
権
を
含
ま
な
い
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
九
七
条
は
衝
突
事
件
に
つ
い
て
は
規
律

管
轄
権
（
裁
判
権
）
も
加
害
船
舶
の
旗
国
（
お
よ
び
船
長
・
乗
組
員
の
所
属
国
）
に
専
属
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
九
七
条
は
明
確
に
九
二
条
の
特
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則
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
九
二
条
に
い
う
「
管
轄
権
」
が
執
行
管
轄
権
だ
け
で
な
く
規
律
管
轄
権
を
も
含
む
と
理
解
し
た
場
合
、
船

舶
が
公
海
上
で
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
の
規
律
管
轄
権
は
、
最
初
か
ら
九
二
条
に
よ
り
旗
国
が
排
他
的
に
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
九
七
条
と

い
う
特
則
を
設
け
た
理
由
の
説
明
が
や
や
難
し
く
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
国
船
で
開
始
さ
れ
Ｙ
国
船
で
結
果
が
発
生
し
た
事
案

（
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
や
エ
ン
リ
カ
・
レ
ク
シ
エ
号
事
件
の
よ
う
な
事
案
）
に
つ
い
て
は
、「
排
他
的
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
、
旗
国
が
管
轄

権
を
排
他
的
に
有
す
る
場
合
の
範
囲
（
例
え
ば
、
ノ
ル
ス
タ
ル
号
事
件
判
決
が
判
示
し
た
よ
う
に
、
船
舶
が
行
う
「
合
法
的
な
活
動
」
に
限
定

す
る
の
か
ど
う
か
）、
犯
罪
の
複
数
の
要
素
の
分
離
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
の
考
え
方
次
第
で
は
、
九
二
条
に
よ
っ
て
は
Ｙ
国
に
よ
る
刑
事
裁

判
権
行
使
を
排
除
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
、
衝
突
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
排
除
す
る
た
め
に
九
七
条
と
い
う
特
則
を
設
け
た
の
だ
、
と

い
う
説
明
は
可
能
で
あ
る
。

例
え
ば
「
船
舶
の
設
計
、
構
造
、
乗
組
員
の
配
乗
又
は
設
備
」
に
関
す
る
法
令
の
適
用
は
、
船
舶
の
航
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
、
領
海

に
お
い
て
さ
え
外
国
船
舶
に
は
適
用
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
国
連
海
洋
法
条
約
二
一
条
二
項
）。
こ
の
よ
う
な
法
令
は
、
外
国
船
舶
が

公
海
上
で
行
っ
た
行
動
に
つ
い
て
は
当
然
に
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。

E
nrica Lexie, supra note 1, para. 869.

Ibid., paras. 364-366, 840-841.
Ibid., para. 365.

人
的
免
除
や
事
項
的
免
除
は
、「State officials
」
の
免
除
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
「State officials

」
の
概
念
と
、
国
家
責

任
法
の
帰
属
論
の
文
脈
で
使
わ
れ
る
「State organs
（
国
家
機
関
）」（
そ
の
地
位
に
あ
る
者
の
行
っ
た
行
為
が
国
の
行
為
と
見
な
さ
れ
る
人

ま
た
は
人
の
集
団
）
の
概
念
が
、
ど
の
程
度
一
致
な
い
し
重
複
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
仲
裁
判
断
は
、
事
項
的
免
除
を
享
受
す
る

State officials

の
範
囲
と
国
家
責
任
法
に
お
け
るState organs
の
範
囲
は
一
致
す
る
と
の
立
場
を
と
っ
た
。

Chanaka W
ickrem

asinghe, 

“Im
m

unities Enjoyed by O
fficials of States and International O

rganizations,

“ in M
alcolm

 
Evans ed., International Law

, 4th ed. (O
xford: O

xford U
niversity Press, 2014), p. 381.

R
 v Bow

 Street M
etropolitan Stipendiary, ex parte Pinochet U

garte (N
o 3), [2000] 1 A

.C. 147, 268.
Ibid.
M

andat dʼarrêt du 11 avril 2000 (R
épublique dém

ocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. R
ecueil 2002, pp. 

（
71
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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）

（
77
）

（
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）

（
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）
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21-22.D

apo A
kande and Sangeeta Shah, 

“Im
m

unities of State O
fficials, International Crim

es, and Foreign D
om

estic 
Courts,

” European Journal of International Law
, V

ol. 21 (2011), pp. 824-825.
R

 v Bow
 Street M

etropolitan Stipendiary, ex parte Pinochet U
garte (N

o 3), supra note 77, p. 269.

例
え
ば
、
外
交
関
係
に

関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（500 U

.N
.T

.S. 95

）
三
九
条
二
項
は
、
元
外
交
官
等
が
享
受
す
る
事
項
的
免
除
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

 Ibid.
主
権
免
除
は
、
訴
訟
の
当
事
者
が
外
国
国
家
で
あ
る
場
合
の
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
的
免
除
と
事
項
的
免
除
は
、
訴
訟
の
当
事

者
が
自
然
人
（
外
国
のState official

ま
た
は
か
つ
てState official

で
あ
っ
た
者
）
で
あ
る
場
合
の
制
度
で
あ
る
。

D
issenting O

pinion of Judge Robinson, supra note 36, paras. 60-61.
Ibid., para. 63.

制
限
免
除
主
義
の
下
で
は
、
外
国
国
家
が
被
告
で
あ
る
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
業
務
管
理
的
行
為
に
つ
い
て
な
ら
裁
判
所
は
裁
判
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
、
外
国
国
家
に
対
し
て
判
決
と
い
う
形
で
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
対
等
な
る
者
は
対
等
な
る
者

に
対
し
て
支
配
権
を
も
た
ず
（ par in parem

 non habet im
perium

）」
の
法
諺
に
よ
り
主
権
免
除
原
則
を
説
明
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可

能
で
あ
る
。
制
限
免
除
主
義
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
で
は
、
主
権
免
除
原
則
は
、
訴
訟
の
被
告
が
外
国
国
家
で
あ
る
と
い
う
人
的
な

観
点
か
ら
で
は
な
く
、
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
外
国
国
家
の
主
権
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
物
的
な
観
点
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

捉
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
小
寺
彰
「
国
家
の
裁
判
権
免
除
に
関
す
る
制
限
免
除
主
義
の
採
用
」『
判
例
評
論
』
五
八
二
号
（
二

〇
〇
七
年
）
二
〇
九
─
二
一
〇
頁;

道
垣
内
正
人
「
外
国
国
家
が
享
受
す
る
民
事
裁
判
権
免
除
に
対
す
る
制
限
」『
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
』

三
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
四
九
頁;

横
溝
大
「『
主
権
免
除
』
に
関
す
る
抵
触
法
的
考
察
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
一
〇
七
巻
三
号
（
二
〇
〇

八
年
）
四
七
頁
な
ど
を
参
照
。

 Second Report on Im
m

unity of State O
fficials from

 Foreign Crim
inal Jurisdiction, supra note 23, paras. 24-25.

Ibid., pp. 403-405 (para. 28).

報
告
書
の
中
で
コ
ロ
ド
キ
ン
が
依
拠
し
て
い
る
デ
ン
ザ
の
論
文
（
本
稿
注
（
22
））
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
。

Prosecutor v. Blaškić, supra note 20, para. 38.
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D

issenting O
pinion of Judge Robinson, supra note 36, para. 63.

［
付
記
］
本
稿
は
、
国
際
法
研
究
会
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日
）
お
よ
び
第
九
三
回
国
際
判
例
事
例
研
究
会
（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
四
日
）

に
お
い
て
行
っ
た
報
告
に
加
筆
・
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
の
場
で
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、

本
稿
は
、
第
一
八
回
（
二
〇
二
〇
年
度
）
明
治
大
学
大
学
院
研
究
科
共
同
研
究
に
基
づ
く
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
91
）
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